
再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 事業 高速自動車国 事業 国 土 交 通 省
な な え おおぬま

区分 道 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道亀田郡七飯町仁山 延長
ほっかいどうか め だ な な え に や ま

至：北海道茅部郡森町赤井川 １０．０km
ほっかいどうか や べ もり あ かい が わ

事業概要

北海道縦貫自動車道は、函館市を起点とし、室蘭市、札幌市、旭川市、士別市、名寄市等を経由して

稚内市に至る延長約６８１ｋｍの高速自動車国道である。

このうち七飯～大沼は、高速ネットワークの拡充による道央圏と道南圏の連絡機能の強化を図り、地域

間交流の活性化、重要港湾函館港及び拠点空港函館空港への物流効率化等の支援を目的とした延長１０ｋ

ｍの事業である。

Ｈ１７年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１７年度用地着手 Ｈ－年度工事着手

全体事業費 約９１４億円 事業進捗率 １１％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 １０，６００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．２ ６００/７０２億円 ８４３/８４３ 平成２６年(事業全体) 億円

億円 走行時間短縮便益： 721/ 721億円事 業 費：584/686

億円 走行経費減少便益： 95/ 95億円(残事業) １．４ 維持管理費： 16/ 16

交通事故減少便益： 27/ 27億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C=1.05～1.4（交通量±10% 【残事業】 交通量：B/C=1.2～1.6（交通量±10%））

事業費：B/C=1.1～1.3（事業費±10%） 事業費：B/C=1.3～1.6（事業費±10%）

（ ） （ ）事業期間：B/C=1.1～1.3 事業期間± 事業期間：B/C=1.3～1.5 事業期間±2年 2年

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・札幌市と函館市との所要時間が夏期で４分（冬期は５分）短縮され、地域住民の利便性向上や地域

間交流の活性化が期待される。

②交通混雑の緩和及び道路交通の安全性向上

、 、・並行現道区間の交通が当該道路に転換することで 現道の交通渋滞及び死傷事故の削減が見込まれ

交通混雑の緩和及び道路交通の安全性向上が期待される。

③物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・森町砂原から函館港までの所要時間が夏期で７分短縮され、道外へ出荷されるマグロ（約４１０ｔ

／年）の流通利便性向上が期待される。

＜農産品の流通利便性向上＞

・七飯町や北斗市から道央方面までの輸送時間が夏期で４分短縮されるなど、道央方面に出荷される

農産品（ほうれんそう 約８５０ｔ／年、長ねぎ 約１，４５０ｔ／年）の流通利便性向上が期待さ

れる。

＜軽種馬の流通利便性向上＞

・日高・胆振地域から函館港への輸送時間が夏期で４分短縮されるなど、軽種馬（約５，０００頭

／年）の流通利便性向上が期待される。

④救急搬送の安定性向上

・周辺４町から函館市までの所要時間が夏期で４分（冬期は５分）短縮され、救急搬送の安定性向上

が期待される。

⑤災害時の緊急輸送ルートの強化

・国道５号の代替路が確保され、迅速な救急活動、救援物資等、災害時の緊急輸送ルートが強化され

る。



⑥主要な観光地への利便性向上

・函館市と道央方面及び新幹線駅とを結ぶ安定性及び快適性の高い高速ネットワークの拡充が図ら

れ、主要な観光地への利便性向上が期待される。

⑦高速バスの利便性向上

・札幌～函館間の所要時間が夏期で４分（冬期は５分）短縮され、都市間高速バスの利便性向上が期

待される。

⑧拠点空港函館空港への利便性向上

、 。・大沼公園から函館空港への所要時間が夏期で２分短縮され 函館空港への利便性向上が期待される

⑨ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量６，９２７（t-CO /年）の削減が期待される。2 2

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

函館市など２市１６町の首長等で構成される「北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会」等から、

早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による道央圏と道南圏の連絡強化により、地域間交流の活性化や物流の効率化

が図られるほか、新函館北斗駅へのアクセスが強化されるなど、道民生活の向上や経済・社会活動の活性

化に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。

、 、 、 、なお 事業の実施にあたっては 環境への影響を最小限にとどめ 徹底したコスト縮減を図るとともに

これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・函館新道が七飯藤城ＩＣ～函館ＩＣまで開通

・函館・江差自動車道が函館ＩＣ～北斗茂辺地ＩＣまで開通

・北海道縦貫自動車道が八雲ＩＣ～大沼公園ＩＣまで開通

・函館新外環状道路が函館ＩＣ～赤川ＩＣまで開通

・国道２７８号尾札部道路が函館市尾札部町～函館市豊崎町まで開通

・国道２７８号鹿部道路が全線開通

・市町村合併により、｢函館市｣ ｢森町｣ ｢八雲町｣ ｢北斗市｣が誕生

・シーニックバイウェイ北海道の指定ルート「函館・大沼・噴火湾ルート 「どうなん・追分シーニック」

バイウェイルート」に認定

・函館空港新ターミナルビル開業

・平成２７年度末北海道新幹線 新青森駅～新函館北斗駅間開業

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１７年度に事業化、用地補償着手され、用地進捗率９７％、事業進捗率１１％となっている （平。

成２９年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 事業 高速自動車 事業 国 土 交 通 省
しべつけんぶち な よ ろ

区分 国道 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道士別市南 町 東 延長
し べ つ みなみまちひがし

至：北海道名寄市字豊栄 ２４．０km
な よ ろ ほうえい

事業概要

北海道縦貫自動車道は、函館市を起点とし、室蘭市、札幌市、旭川市、士別市、名寄市等を経由して稚

内市に至る延長約６８１ｋｍの高速自動車国道である。

このうち士別剣淵～名寄は、高速ネットワークの拡充による道北圏と道央圏の連絡機能の強化を図り、

地域間交流の活性化、物流の効率化等の支援を目的とした延長２４．０ｋｍの事業である。

Ｈ１５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１９年度用地補償着手 Ｈ１９年度工事着手

全体事業費 約３３７億円 事業進捗率 ５７％ 供用済延長 0.0km

計画交通量 ３，６００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １.１ １７３/４２７億円 ４７０/４７０ 平成29年(事業全体) 億円

億円 走行時間短縮便益： / 億円事 業 費：100/353 377 377

走行経費減少便益： / 億円(残事業) ２.７ 維持管理費：73 73 64 64/ 億円

交通事故減少便益： / 億円29 29

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C=0.96～1.3（交通量±10% 【残事業】交通量：B/C=2.4～3.1（交通量±10%））

事業費：B/C=1.1～1.1（事業費±10%） 事業費：B/C=2.5～2.8（事業費±10%）

（ ） （ ）事業期間：B/C=1.03～1.1 事業期間 事業期間：B/C=2.6～2.7 事業期間±20% ±20%

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・旭川市と稚内市間の所要時間が夏期で12分（冬期は15分）短縮され、地域住民の利便性向上や地域

間交流の活性化が期待される。

②救急搬送の安定性向上

宗谷管内及び上川北部地区から旭川市までの所要時間が短縮されるなど、高次医療施設への救急搬送・

。の迅速性及び安定性向上が期待される

③物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・宗谷管内から道内外へ出荷される水産品の流通利便性向上が期待される。

＜乳製品の流通利便性向上＞

・宗谷管内で生産された乳製品の流通利便性向上が期待される。

＜青果物の流通利便性向上＞

・名寄市等から道外へ出荷されるアスパラガス及びかぼちゃの流通利便性向上が期待される。

④道路交通の安全性向上

・ 。並行現道の通過交通の分散化が見込まれ、交通事故の減少など道路交通の安全性が期待される

⑤観光地への利便性向上

・道北圏の主要な観光地への利便性が向上し、圏域間の観光地群のネットワーク化が図られ、インバ

ウンド誘客等による広域観光の活性化が期待される。

⑥日常生活の利便性向上

・上川北部地域から旭川市への所要時間が短縮され、地域住民の日常生活の利便性向上が期待され

る。

⑦地域プロジェクト推進の支援

・ 地域プロジ冬季スポーツ合宿及び大会時の名寄市への所要時間の短縮や利便性向上が図られ、

ェクトの推進を支援。

⑧ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量2,304(t-CO2/年)の削減が期待される。2



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

名寄市、旭川市など７市４町の首長等で構成される「北海道開発幹線自動車道道北建設促進期成会」

等から、整備促進の要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充による道央圏と道北圏の連絡強化により、地域間交流の活性化や高次医療施設

へのアクセスの向上が図られるなど、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当

該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめ、より一層の徹底したコスト縮減を図

るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成９年１１月 名寄美深道路 名寄ＩＣ～名寄北ＩＣ開通

・平成１５年３月 名寄美深道路 名寄北ＩＣ～智恵文南入口開通

・平成１５年１０月 北海道縦貫自動車道 和寒ＩＣ～士別剣淵ＩＣ開通

・平成１６年１１月 豊富バイパス 豊富サロベツＩＣ～豊富北ＩＣ開通

・平成１７年９月 士別市、朝日町が合併し、士別市が誕生

・平成１８年３月 枝幸町、歌登町が合併し、枝幸町が誕生

・平成１８年３月 名寄市、風連町が合併し、名寄市が誕生

・平成１８年１１月 名寄美深道路 智恵文南入口～智恵文ＩＣ開通

・平成２２年３月 名寄美深道路 智恵文ＩＣ～美深ＩＣ開通

・平成２２年３月 幌富バイパス 幌延ＩＣ～豊富サロベツＩＣ開通

・平成２５年３月 名寄美深道路 美深ＩＣ～美深北ＩＣ開通

シーニックバイウェイ北海道「天塩川流域ミュージアムパークウェイ 候補ルート 」登録・平成２５年６月 ( )
広域観光周遊ルート形成計画「日本のてっぺん。きた北海道ルート。」認定・平成２８年６月

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１９年度に工事着手して、用地進捗率５４％、事業進捗率５７％となっている。

（平成２９年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期供用に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

切土法面保護工、舗装工等の見直し。引き続きコスト縮減対策に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 北海道横断自動車道 根室線 本別～釧路 事業 高速自動車国 事業 国 土 交 通 省
ほんべつ くし ろ

区分 道 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道中川郡本別町 共 栄 延長
ほっかいどうなかがわ ほんべつ きようえい

至：北海道釧路市鶴野 ６５．０km
ほっかいどうく し ろ つ る の

事業概要

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、夕張市、清水町、本別町等を経由して、根室市

及び網走市に至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道である。

、 、このうち本別～釧路は 高速ネットワークの拡充による釧根圏と道央・十勝圏の連絡機能の強化を図り

地域間交流の活性化、物流効率化等の支援を目的とした、本別インターチェンジから釧路西インターチェ

ンジに至る延長６５．０ｋｍの事業である。

Ｈ１５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１６年度用地着手 Ｈ１６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２,１６２億円 事業進捗率 ８８％ 供用済延長 ４８．０km

計画交通量 ５,４００～６，０００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．３ ２９１/２，３３５億円 /３ 平成２６年(事業全体) ２，２２９ ，１２８億円

億円 走行時間短縮便益：1,843/2,575億円事 業 費 ：235/2,217

億円 走行経費減少便益： 300/ 424億円(残事業) ７．７ 維持管理費： 56/118

交通事故減少便益： 86/ 129億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= 1.2～1.5（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=6.6～8.7（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 1.3～1.4（事業費±10%) 事業費 ：B/C=7.0～8.3（事業費±10%)

事業期間：B/C= 1.3～1.4（事業期間±20%) 事業期間：B/C=7.3～7.9（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・釧路市から札幌市までの所要時間が夏期で４７分（冬期は７２分）短縮され、地域住民の利便性向

上や地域間交流の活性化が期待される。

②災害時の緊急輸送ルートの強化

大規模な迂回の回避や津波時の緊急避難道路としての活用が想定されるとともに、災害により被災した・

地域からの迅速な救急搬送、救援物資等の輸送の確実性向上が期待される。

③国際コンテナの物流効率化

・狭小トンネルや線形不良区間を回避した国際コンテナの輸送が可能となるほか、釧路港と帯広市間

の所要時間が夏期で４５分（冬期は６７分）短縮され、釧路港との物流効率化が期待される。

④水産品の流通利便性向上

・道内各地のみならず、苫小牧港、小樽港等から全国各地へ出荷される水産品（さんま：１２．５万

ｔ／年）の流通利便性向上が期待される。

⑤石油製品の流通利便性向上

・釧路港から十勝方面までの所要時間が夏期で４１分（冬期は６０分）短縮され、石油製品の流通利

便性向上が期待される。

⑥救急搬送の安定性向上

・帯広と釧路の血液センター間の所要時間が夏期で１３分（冬期は４８分）短縮されるなど、救急搬

送及び血液輸送の安定性向上が期待される。

⑦主要な観光地への利便性向上

・道央圏との所要時間が夏期で４３分（冬期は６３分）短縮され、主要な観光地への利便性向上が期

待される。

⑧ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量３３，６４３（t-CO /年）の削減が期待される。2 2



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市、帯広市など６市１４町村の首長等で構成される「北海道横断自動車道早期建設促進期成
会」等から早期整備の要望を受けている。
知事の意見：

高速ネットワークの拡充による道央・十勝・釧路圏の連絡強化により、地域間交流の活性化や物流の効

率化が図られるなど、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続に

ついて異議はありません。

なお、事業の実施にあたっては、平成２年１２月３日付け道路第１３２２号「北海道横断自動車道小樽

釧路線（阿寒町～釧路市間）に係る環境影響評価準備書に関する意見について」の知事意見を遵守すると

ともに、より一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成

を図るようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が池田ＩＣ～阿寒ＩＣ、本別ＪＣＴ～足寄ＩＣ、訓子府ＩＣ～北見西ＩＣまで開通

・国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通

・国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線を含む）

・国道２７２号 上別保道路 部分開通（L＝１．２ｋｍ）

・釧路市、阿寒町及び音別町が合併し、釧路市が誕生

・釧路市及び弟子屈町が「水のカムイ観光圏」に認定、道東地域が広域観光周遊ルートに認定、釧路市が

観光立国ショーケースに認定、阿寒国立公園が国立公園満喫プロジェクトを策定

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）及び特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１６年度に工事着手して、用地進捗率９２％、事業進捗率８８％となっている （平成２９年３月。

末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

引き続きコスト縮減に取津波による縦断線形の変更、設計基準類の改訂に伴う見直し等による変更。

り組んでいく。
対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 北海道横断自動車道 網走線 足寄～北見 事業 高速自動車 事業 国 土 交 通 省
あしよろ き た み

区分 国道 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道中川郡本別町西仙美里 延長
なかがわ ほんべつ にしせん び り

至：北海道北見市北上 ７９．０km
き た み きたがみ

事業概要

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、夕張市、清水町、本別町等を経由して根室市・

網走市に至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道である。

このうち足寄～北見は、高速ネットワークの拡充によるオホーツク圏と道央圏・十勝圏の連絡機能の強

化を図り、地域間交流の活性化、物流の効率化等の支援を目的とした、足寄インターチェンジから北見西

インターチェンジに至る延長７９．０ｋｍの事業である。

Ｈ１５年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１７年度用地補償着手 Ｈ１８年度工事着手

全体事業費 約１０７２億円 事業進捗率 ５８％ 供用済延長 ２８．０km

計画交通量 ３，７００～４，７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．１ ７２７/１，０３１億円 平成２６年(事業全体) １，１３４/１，１３４億円

億円 走行時間短縮便益： 889/889億円事 業 費：599/903

億円 走行経費減少便益： 177/177億円(残事業) １．６ 維持管理費：128/128

交通事故減少便益： 69/69 億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.003～1.3(交通量±10%)【残事業】交通量 ：B/C=1.4～1.8(交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費±10%) 事業費 ：B/C=1.5～1.7(事業費±10%)

事業期間：B/C=1.03～1.2(事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.4～1.7(事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・帯広市と北見市間の所要時間が夏期で２３分（冬期は３６分）短縮し、地域住民の利便性向上や地

域間交流の活性化が期待される。

②救急搬送の安定性向上

・陸別町から北見赤十字病院（第３次医療施設）までの所要時間が夏期で１４分（冬期は２０分）短

縮されるなど、救急搬送の安定性向上が期待される。

③農産品の流通利便性向上

・北見市から苫小牧港及び十勝港までの所要時間が夏期で２３分(冬期は３６分)短縮されるなど、農

産品（ばれいしょ５９．６千t/年、たまねぎ３５．６千t/年）の流通利便性向上が期待される。

④十勝産飼料の流通利便性向上

・十勝産飼料のオホーツク地域等への出荷拡大等が期待される。

⑤日常生活圏中心都市への利便性向上

・北見市や帯広市への所要時間が短縮し、日常活動圏中心都市への利便性向上が期待される。

⑥観光地への利便性向上

・道東観光の主要ルートとして、知床五湖やオホーツク流氷館等へのアクセス性向上が期待される。

⑦災害時の緊急輸送ルートの強化

・内陸部の道路網が強化され、道路やネットワークの多重性が確保されることで、被災した地域など

からの迅速な救急搬送や、救援物資等の輸送の確実性向上が期待される。

⑧ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量3,816（t-C0 /年）の削減が期待される。22



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

「 」北見市を始めとする１市６町の首長等で構成される 北海道横断自動車道北見地区早期建設促進期成会

等から、早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

高速ネットワークの拡充によるオホーツク圏と道央・十勝・釧路圏の連絡強化により、地域間交流の活

性化や物流の効率化が図られるなど、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当

該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめ、徹底したコスト縮減を図り、これま

で以上に効率的・効果的な執行に努め、着手済み区間の早期完成を図るとともに 「当面着工しない区間、

（足寄～陸別町陸別 」にも早期に着手するようお願いいたします。）

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成１８年に「緊急に整備すべき区間」を設定し、事業を進めている。

平成２６年に整備計画が変更され、陸別町陸別～陸別町小利別間の事業を再開。

［事業化以降の周辺地域の社会情勢の変化］

[高速交通ネットワークの整備]

・平成１５年 ６月 北海道横断自動車道 池田ＩＣ～足寄ＩＣ開通

・平成１５年 ６月 北海道横断自動車道 本別ＪＣＴ～本別ＩＣ開通

・平成１９年１０月 北海道横断自動車道 トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ開通

・平成２１年１１月 北海道横断自動車道 本別ＩＣ～浦幌ＩＣ開通

・平成２５年 ３月 北見道路 北見西ＩＣ～北見東ＩＣ開通

・平成２５年１２月 北見道路 北見北上ＩＣ、北見川東ＩＣ追加ＩＣ開通

・平成２７年 ３月 北海道横断自動車道 浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ開通

・平成２７年１１月 北海道横断自動車道 訓子府ＩＣ～北見西ＩＣ開通

・平成２８年 ３月 北海道横断自動車道 白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ開通

・平成２８年 ３月 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通

・平成２９年１０月 北海道横断自動車道 陸別小利別～訓子府ＩＣ開通

[市町村合併の状況]

・平成１７年１０月 釧路市、阿寒町及び音別町が合併し、釧路市が誕生

・平成１８年 ３月 北見市、端野町、留辺蘂町及び常呂町が合併し、北見市が誕生

・平成１８年 ３月 女満別町及び東藻琴町が合併し、大空町が誕生

[公共交通の状況]

・平成１８年 ４月 ふるさと銀河線（池田～北見間）廃線

[その他]

・平成２１年 ５月 シーニックバイウェイ北海道

「十勝シーニックバイウェイ 十勝平野・山麓ルート」指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１８年度に工事着手して、用地進捗率６１％、事業進捗率５８％となっている （平成２９年３月。

末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

＜足寄IC～陸別IC＞

事業の着手に至っていない。

「工事は、北海道足寄郡足寄町から同郡陸別町陸別までの区 い間について、当面行わない 」とされて。
る。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んで行く。
対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 釧路中標津道路（一般国道２７２号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
くし ろ なか し べつ

上別保道路 区分 主体 北海道開発局
かみべつ ぽ

起終点 自：北海道釧路郡釧路 町 上別保 延長
ほっかいどうく し ろ く し ろちようかみべつ ぽ

至：北海道川上郡標 茶 町 阿歴内 ７．８km
ほっかいどうかわかみ し べちやちよう あ れきない

事業概要

釧路中標津道路上別保道路は、高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地

域間交流の活性化、物流の効率化等を支援するとともに、地吹雪による視程障害及び交通事故の低減を図

り、道路交通の定時性及び安全性の向上を目的とした延長７．８kmの地域高規格道路である。

Ｈ１９年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２２年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手

全体事業費 約５３億円 事業進捗率 ９３％ 供用済延長 １．２km

計画交通量 ６，１００～７，６００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．４ ２１/８２億円 / 平成２９年(事業全体) ８２ １１６億円

走行時間短縮便益： 64/87億円事 業 費： 1.6/60億円

走行経費減少便益： 10/19億円(残事業) ３．９ 維持管理費： 19/23億円

交通事故減少便益: 7.6/10億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= 1.2～1.7（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=3.2～4.7（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 1.4～1.4（事業費±10%) 事業費 ：B/C=3.9～4.0（事業費±10%)

事業期間：B/C= 1.4～1.4（事業期間±20%) 事業期間：B/C=3.9～3.9（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・急カーブ（１１か所 、急勾配（３か所）の線形不良区間を解消するとともに、釧路市と中標津町）

との所要時間が冬期で４分短縮され、地域住民の利便性向上や地域間交流の活性化が期待される。

②道路交通の安全性向上

・急カーブ（１１か所 、急勾配（３か所）の線形不良区間が解消されることで、道路交通の安全性）

向上が期待される。

③地吹雪に起因する交通障害の緩和

・既存林の活用等から地吹雪の発生が軽減され、地吹雪に起因する交通障害の緩和が期待される。

④物流の利便性向上

＜水産品の流通利便性向上＞

・釧路市内の水産加工場や苫小牧港、函館水産加工場等から道外へ出荷される水産品（さけ・するめ

いか：３．０万ｔ／年）の流通利便性向上が期待される。

＜生乳の流通利便性向上＞

・釧路港や苫小牧港、小樽港から道外へ出荷される生乳（５ ８万ｔ／年）の流通利便性向上が期待.
される。

⑤救急搬送の安定性向上

・速達性及び安定性の高い搬送ルートが確保され、高次医療施設までの救急搬送の安定性向上が期待

される。

⑥災害時の緊急輸送ルートの強化

・災害により被災した地域からの迅速な救急搬送、救援物資等の輸送の確実性向上が期待される。

⑦ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量1,439（t-CO /年）の削減が期待される。2 2



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

釧路市など１市６町１村の首長等で構成される「北海道釧路地方総合開発促進期成会」等から
早期整備の要望を受けている。
知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化や物流効率化

の支援、地吹雪による視程障害、交通事故低減による定時性や安全性の向上が図られ、道民生活の向上や

経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。

、 、 、 、なお 事業の実施にあたっては 環境への影響を最小限にとどめ 徹底したコスト縮減を図るとともに

これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が本別ＩＣ～阿寒ＩＣ、訓子府ＩＣ～北見西ＩＣまで開通

・国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通

・国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線を含む）

・国道２７２号 上別保道路 部分開通（L＝１．２ｋｍ）

・釧路市及び弟子屈町が「水のカムイ観光圏」に認定、道東地域が広域観光周遊ルートに認定、釧路市が

観 光立国ショーケースに認定、阿寒国立公園が国立公園満喫プロジェクトを策定

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）及び特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１９年度に事業化、平成２１年度に工事着手して、用地進捗率９９％、事業進捗率９３％となって

いる （平成２９年３月末時点）。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

施設の構造や工法等の変更はないが、引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 遠軽北見道路（一般国道３３３号） 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
えんがるき た み

生田原道路 区分 主体 北海道開発局
いくたはら

起終点 自：北海道紋別郡遠軽 町 生田原水穂 延長
ほつかいどうもんべつ えんがるちよういくたはら み ず ほ

至：北海道紋別郡遠軽 町 生田原旭野 ５．７km
ほつかいどうもんべつ えんがるちよういくたはらあさひの

事業概要

遠軽北見道路は、遠軽町を起点とし、北見市に至る延長約６０ｋｍの地域高規格道路である。

このうち生田原道路は、広域ネットワークの拡充による地域間交流の活性化、物流の効率化等の支援を

目的とした、遠軽町生田原水穂から生田原旭野に至る延長５．７ｋｍの事業である。

Ｈ１９年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２０年度用地補償着手 Ｈ２１年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１２０億円 事業進捗率 約２３％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 ５，４００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．４ ８７/１２０億円 平成２９年(事業全体) １６４/１６４億円

億円 走行時間短縮便益： 135/135億円事 業 費：73/106

億円 走行経費減少便益： 20/ 20億円(残事業) １．９ 維持管理費：14/14

交通事故減少便益： 9.1/ 9.1億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.5(交通量±10%) 【残事業】交通量：B/C=1.7～2.1(交通量±10%)

事業費 ：B/C=1.3～1.4(事業費±10%) 事業費：B/C=1.7～2.0(事業費±10%)

事業期間 ：B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.8～1.9(事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①主要都市間の利便性向上

・北見市と旭川市間の所要時間が短縮され、交通量の転換が図られるとともに、地域住民の利便性向

上や地域間交流の活性化が期待される。

②水産品の流通利便性向上

・速達性及び定時性の高い輸送ルートが確保され、道央や道外の大消費地への水産品の流通利便性向

上が期待される。

③救急搬送の安定性向上

・速達性及び安定性の高い搬送ルートが確保されることで、高次医療施設への救急搬送の安定性向上

が期待される。

④道路交通の安全性向上

・交通が転換することで通過交通が減少し、事故の減少や市街地の安全性向上が期待される。

⑤災害時の農水産品出荷ルートの確保

・確実性の高い輸送ルートが強化されることで、道央や道外への農水産品物流における災害に強い出

荷ルートが確保される。

⑥日常生活の利便性向上

・北見市及び遠軽町へのアクセスが向上し、地域住民の日常生活における利便性向上が期待される。

⑦観光地への利便性向上

・北見、網走及び知床方面へのアクセスの向上並びに都市間バスの快適性及び安全性向上が図られ、

観光地への利便性向上が期待される。

⑧ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ2排出量825（t-C02/年）の削減が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

北見市を始めとする１市２町の首長等で構成される「遠軽北見道路整備促進期成会」等から、早期 整

備の要望を受けている。



知事の意見：

高速ネットワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化や物流効率化

の支援、交通事故低減による安全性の向上が図れ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与する

ことから、当該事業の継続について異議はありません。

なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめ、より一層の徹底したコスト縮減を図

るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成２１年 ３月 一般国道３３３号 新佐呂間トンネル開通

・平成２１年１０月 上湧別町及び旧湧別町が合併し、湧別町が誕生

・平成２１年１２月 旭川・紋別自動車道 白滝IC～旧白滝開通

・平成２２年 ３月 旭川・紋別自動車道 上川天幕～浮島IC開通

・平成２５年 ３月 北見道路 北見西IC～北見東IC開通

・平成２７年１１月 十勝オホーツク自動車道 訓子府IC～北見西IC開通

・平成２９年 ３月 旭川・紋別自動車道 丸瀬布ＩＣ～遠軽瀬戸瀬IC開通

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成２１年度に工事着手して、用地進捗率約２８％、事業進捗率約２３％となっている。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

切土法面対策、土配計画の見直し及び不良土対策による工法等の変更。引き続きコスト縮減に取り組ん

で行く。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所） 
担 当 課：道路局 国道・防災課          

担当課長名：村山 一弥           
 

事業名 

 
一般国道１２号 峰延

みねのぶ

道路 事業 

区分 

一般国道 

 

事業 

主体 

国土交通省 

北海道開発局 

起終点 

 

自：北海道岩見沢
ほっかいどういわみざわ

市岡山町
おかやまちょう

 

至：北海道美唄
ほっかいどうびばい

市進徳町
しんとくちょう

 

延長 

 
 

６．３km 

事業概要  

一般国道１２号は、札幌市を起点とし旭川市へ至る延長約１４５ｋｍの幹線道路である。 
このうち峰延道路は、峰延市街及び光珠内市街における交通混雑及び交通事故の低減を図り、道路交通の

定時性及び安全性の向上を目的とした延長６．３ｋｍの４車線拡幅事業である。 

Ｈ１９年度事業化 

 

Ｈ－年度都市計画決定 

（Ｈ－年度変更） 

Ｈ２０年度用地補償着手 

 

 Ｈ２３年度工事着手 

 

全体事業費 約１１９億円 事業進捗率 ５１％ 供用済延長 １．２km 

計画交通量   ２２，４００～２４，３００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)  １．０１ 

 

(残事業)   ２．１ 

 

   ５０/１３０億円 

 事  業  費：  37/114億円 

 維持管理費：  13/16億円 

 

   １０３/１３１億円 

 走行時間短縮便益： 90/ 114億円 

 走行経費減少便益： 9.8/ 11億円 

 交通事故減少便益： 3.3/5.4億円 

 平成２９年 

 

 

 

感度分析の結果    事業全体及び残事業について感度分析を実施 

【事業全体】交通量 ：B/C=0.9 ～1.1 （交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=1.9～2.3（交通量±10%) 

      事業費 ：B/C=0.98～1.04（事業費±10%)      事業費 ：B/C=1.9～2.2（事業費±10%) 
         事業期間：B/C=0.98～1.04（事業期間±20%)     事業期間：B/C=1.9～2.1（事業期間±20%) 

事業の効果等  

事業の必要性及び効果 

①交通混雑の緩和 

・走行環境が向上し、交通混雑の緩和が期待される。 

②道路交通の安全性向上 

・4車線拡幅済区間では事故が減少しており、安全性の向上が確認されていることから、道路交通の安

全性向上が期待される。 

③救急搬送の安定性向上 

・追越しが容易になるなど、救急搬送の安定性向上が期待される。 

④農産品の流通利便性の向上 

・交通混雑の緩和が図られ、農産品の流通利便性向上が期待される。 

⑤日常生活の利便性向上 

・交通混雑の緩和が図られ、日常生活の利便性向上が期待される。 

⑥観光地への利便性向上 

・交通の円滑化による観光地への利便性向上が期待される。 

⑦燃料品の流通利便性向上 

・交通の円滑化や定時性が確保され、燃料品の流通利便性向上が期待される。 

⑧CO2排出量の削減 

・自動車からのCO2排出量759(t-CO2/年)の削減が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見  

地域から頂いた主な意見等：  

岩見沢市を始めとする１０市１４町の首長等で構成される「北海道空知地方総合開発期成会」から、早

期整備の要望を受けている。 

知事の意見： 

 現道の４車線化により市街地における交通混雑が解消され走行環境の安全性の向上により、道民生活の

向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議はありません。 

 なお、事業の実施にあたっては、環境への影響を最小限にとどめ、より一層の徹底したコスト縮減を図

るとともに、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るようお願いいたします。 



事業評価監視委員会の意見  

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・深川・留萌自動車道が留萌幌糠ＩＣ～留萌大和田ＩＣまで開通 

・道央自動車道 砂川ＳＡスマートＩＣ開通 

・一般国道１２号 美唄拡幅全線開通 

・一般国道１２号 峰延道路部分４車線開通 

・旧岩見沢市、栗沢町及び北村が「岩見沢市」として合併 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

平成２３年度に工事着手して、用地進捗率９８％、事業進捗率５１％となっている。（平成２９年３月

末時点） 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。 

施設の構造や工法の変更等  

縦断線形の見直し、橋梁工の見直し等による変更。引き続きコスト縮減に取り組んでいく。 

対応方針  事業継続 

対応方針決定の理由  

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。 

事業概要図  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

※ 費用対効果分析結果及び感度分析の結果の欄に係る数値は平成 29年度評価時点 



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道４４号 根室道路 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
ね む ろ

区分 主体 北海道開発局

起終点 自：北海道根室市温根沼 延長
ほっかいどう ね むろ おん ね とう

至：北海道根室市穂 香 ７．１km
ほっかいどう ね むろ ほ におい

事業概要

一般国道４４号は、釧路市を起点とし、根室市に至る延長約１２４ｋｍの幹線道路である。

このうち根室道路は、現道の交通事故低減及び冬期間の地吹雪等による冬期交通障害の解消による道路

交通の定時性、安全性の向上等を目的に、現道を迂回し、温根沼インターチェンジ（仮称）から根室イン

ターチェンジ（仮称）に至る延長７．１ｋｍの一般国道のバイパス事業である。

Ｈ１１年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ１２年度用地着手 Ｈ１７年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２０２億円 事業進捗率 ７９％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 ４,８００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)

分析結果 １．００３ ５２/２３０億円 /２３１ 平成２９年(事業全体) ２３１ 億円

億円 走行時間短縮便益： 196/196億円事 業 費 ： 33/211

億円 走行経費減少便益： 26/ 26億円(残事業) ４．４ 維持管理費： 19/ 19

交通事故減少便益： 8.9/ 8.9億円

感度分析の結果 事業全体及び残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C= 0.9～1.2（交通量±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=3.8～5.1（交通量±10%)

事業費 ：B/C= 0.99～1.02（事業費±10%) 事業費 ：B/C=4.2～4.7（事業費±10%)

事業期間：B/C= 1.003～1.003（事業期間±20%) 事業期間：B/C=4.4～4.4（事業期間±20%)

事業の効果等

事業の必要性及び効果

①交通障害の緩和

・国道４４号の通行規制時の代替路を形成し、道路交通の確実性及び安全性が確保され、地吹雪に起

因する交通障害の緩和が期待される。

②主要都市間の利便性向上

・根室市と釧路市間の所要時間が冬期で３分短縮され、地域住民の利便性向上や地域間交流の活性化

が期待される。

③水産品の流通利便性向上

・速達性及び安定性の高い輸送ルートが確保され、道内外に出荷される水産品の流通利便性向上が期

待される。

④救急搬送の安定性向上

・釧路市と根室市間の速達性及び確実性の高い搬送ルートが確保され、救急搬送の安定性向上が期待

される。

⑤観光地への利便性向上

・観光地間の移動における安定性及び快適性の高い周遊ルートが確保され、主要な観光地への利便性

向上が期待される。

⑥道路交通の安全性向上

・並行する国道４４号の死傷事故の低減が見込まれ、道路交通の安全性向上が期待される。

⑦日常生活の利便性向上

・バス運行の確実性及び安全性が確保され、都市間バスの利便性向上が期待される。

⑧ＣＯ 排出量の削減2

・自動車からのＣＯ 排出量1,196（t-CO /年）の削減が期待される。2 2

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

根室市など１市４町の首長等で構成される「根室地方総合開発期成会」等から早期整備の要望を
受けている。



知事の意見：

現道の交通事故低減及び地吹雪等の冬期交通傷害の解消により、道路交通の定時性や安全性の向上等が

図られ、道民生活の向上や経済・社会活動の活性化に寄与することから、当該事業の継続について異議は

ありません。

なお、事業の実施にあたっては、平成１１年２月１２日付け道計第４０６号「一般国道４４号根室道路

（根室市）に係る環境影響評価準備書に係る意見について（回答 」の知事意見を遵守するとともに、よ）

り一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な執行に努め、早期完成を図るよう

お願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・北海道横断自動車道が本別ＩＣ～阿寒ＩＣ、訓子府ＩＣ～北見西ＩＣまで開通

・国道３８号・４４号 釧路外環状道路 釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ開通

・国道３８号 釧路新道 全線開通（暫定２車線を含む ）。

・国道２７２号 上別保道路 部分開通（L＝１．２ｋｍ）

・釧路市、阿寒町及び音別町が合併し、釧路市が誕生

・風蓮湖及び春国岱がラムサール条約湿地登録、釧路市及び弟子屈町が「水のカムイ観光圏」に認定、道

東地 域が広域観光周遊ルートに認定、釧路市が観光立国ショーケースに認定、阿寒国立公園が国立公園

満喫 プロジェクトを策定

・釧路港が国際バルク戦略港湾（穀物）及び特定貨物輸入拠点港湾（穀物）に指定

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成１７年度に工事着手して、用地進捗率９９％、事業進捗率７９％となっている （平成２９年３月。

末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、早期開通に向けて事業を進める。

施設の構造や工法の変更等

、 、 、 。 、舗装工 軟弱地盤対策工 埋蔵文化財の追加調査等の見直しにより 事業費が増加している 引き続き

コスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道１０３号 奥入瀬（青橅山）バイパス 一般国道

お い ら せ あおぶなやま

区分 主体 東北地方整備局

自：青森県十和田市青橅山
と わ だ し あおぶなやま

起終点 延長 ５．２ｋｍ
至：青森県十和田市子ノ口

と わ だ し ね の くち

事業概要

一般国道１０３号は青森県青森市を起点に十和田湖を経由し、秋田県大館市に至る延長約１４４．７ｋ
ｍの一般国道である。
奥入瀬（青橅山）バイパスは惣辺バイパスの一部を形成し、青森県十和田市青橅山～同市子ノ口に至る

延長５．２ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ１２年度事業化（青森県） － Ｈ２９年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
全体事業費 約２３０億円 事業進捗率 １４％ 供用済延長 －ｋｍ
計画交通量 ３，２００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 169億円 ／ 200億円 230億円／ 230億円
分析結果 1.1 事 業 費 ： 168億円 ／ 198億円 走行時間短縮便益： 195億円／ 195億円 平成２９年

(残 事 業) 維持管理費 ： 1.5億円 ／ 1.5億円 走行経費減少便益： 30億円／ 30億円
1.4 交通事故減少便益： 5.1億円／ 5.1億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.06～1.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C= 1.2～1.5(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.06～1.3(事業費 ±10%) B/C= 1.2～1.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.1 ～1.2(事業期間 ±20%) B/C= 1.3～1.4(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・渋滞損失時間：7.1万人・時間/年、渋滞損失削減率：約10割削減

②災害への備え
・青森県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道103号が「第二次緊急輸送道路」に指定
・現道区間の防災要対策箇所７箇所

③生活環境の改善・保全
・国立公園の特別保護地区の自然環境が保全
・Nax排出量5.5t/年、SPM排出量0.3t/年削減 他５項目に該当

関係する地方公共団体等の意見
○以下の団体等から、「奥入瀬（青橅山）バイパス」整備促進について要望あり。
・青森県

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２５年度に直轄権限代行、用地進捗率１００％、事業進捗率１４％（平成２９年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・平成３４年度の供用を目指して事業を実施中

施設の構造や工法の変更等
○新技術（スリップフォーム）の導入等を行うことでコスト縮減を図っている

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
災害時における緊急輸送道路確保、観光活性化、産業活動支援等のため、早期整備の必要性が高い。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 築館バイパス 一般国道

つきだて

区分 主体 東北地方整備局

自：宮城県栗原市築館赤坂
くりはら つきだてあかさか

起終点 延長 ７.０ｋｍ
至：宮城県栗原市築館城生野

くりはら つきだてじょ う の

事業概要

一般国道４号は、東京都中央区から青森市までの福島市、仙台市、盛岡市等の東北地方の主要都市を結
ぶ、延長約８７４kmの主要幹線道路である。
築館バイパスは、宮城県栗原市内を通過する延長７.０kmの４車線道路である。

Ｓ５８年度事業化 Ｈ５６年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１３年度工事着手
（Ｈ２３年度変更）

全体事業費 約１８０億円 事業進捗率 ５２％ 供用済延長 ３.８ｋｍ
計画交通量 １４，６００台／日

Ｂ/Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 80億円 ／237億円 134億円／ 315億円
分析結果 １.３ 事 業 費 ： 66億円 ／ 205億円 走行時間短縮便益： 101億円／ 255億円

(残 事 業) 維持管理費 ： 14億円 ／ 33億円 走行経費減少便益： 24億円／ 45億円 平成２９年
１.７ 交通事故減少便益： 9.9億円／ 15億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.2～1.5(交通量 ±10%)【残事業】B/C= 1.5～1.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.3～1.4(事業費 ±10%) B/C= 1.5～1.8(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.2～1.4(事業期間 ±20%) B/C= 1.6～1.8(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・当該区間の渋滞損失時間：51.6万人・時間/年、渋滞損失削減率：約9割削減

②安全で安心できるくらしの確保
・栗原市（金成地区）から大崎市民病院（大崎市）へのアクセス性が向上（現況53分→整備後49分）

③災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道4号が「第一次緊急輸送道路」に指定

他４項目に該当
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
・「対応方針（原案）」の通り「継続」で異議ありません。

○以下の団体等から、「築館バイパス」整備促進について要望あり。
・宮城県栗原市
・一般国道４号築館バイパス整備促進期成同盟会
・国道４号拡幅改良（４車線）建設促進期成同盟会 他

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成１９年１２月 築館バイパス部分開通 延長１.８ｋｍ
・平成２５年３月 築館バイパス部分開通 延長１.３ｋｍ
・平成２５年度 みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期事業化 延長約２.０ｋｍ
・平成２７年１２月 築館バイパス部分開通 延長０.７ｋｍ
・平成２８年度 一般国道４号大衡道路事業化 延長４.５ｋｍ
・平成２９年度 一般国道４号金ヶ崎拡幅事業化 延長５.２ｋｍ

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和５８年度に事業化、用地進捗率７１％、事業進捗率５２％（平成２９年３月末時点）
・平成１９年度：栗原市築館外南沢～栗原市築館源光間 延長１.８ｋｍ（2/4）部分開通
・平成２４年度：栗原市築館源光～栗原市志波姫堀口滝北間 延長１.３ｋｍ（2/4）部分開通
・平成２７年度：栗原市志波姫堀口滝北～栗原市志波姫堀口沖間 延長０.７ｋｍ（2/4）部分開通



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・市道栗原中央線～栗原市城生野地内の国道４号迄の区間は完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で確定予定

施設の構造や工法の変更等
○下層路盤材に再生骨材を使用することでコスト縮減を図っている
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
国道４号における交通混雑の緩和、交通安全確保等のため、早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村上 一弥

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道７号 下浜道路 一般国道
しもはま

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：秋田県秋田市下浜羽川 延長 ６．２ｋｍ
あき た しもはまはねかわ

至：秋田県秋田市浜田
あき た はま だ

事業概要
一般国道７号は、新潟県新潟市から青森県青森市に至る約534㎞の主要な幹線道路である。
下浜道路は、秋田県秋田市内を通過する延長6.2㎞の４車線道路である。

Ｈ１９年度事業化 Ｈ１８年度都市計画決定 Ｈ２１年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 １７７億円 事業進捗率 ６０％ 供用済延長 － km
計画交通量 ２１，４００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
(事業全体) １３２億円／ １９０億円 ３４９億円／ ３４９億円

費用対効果 １．８ 事 業 費 ：１０１億円／ １５９億円 走行時間短縮便益： ３３６億円／ ３３６億円 平成２６年
分析結果 ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： ３１億円／ ３１億円 走行経費減少便益： １３億円／ １３億円

２．６ 交通事故減少便益： ０．８２億円／ ０．８２億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.6～2.1(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.2～3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.7～1.9(事業費 ±10%) B/C= 2.5～2.9(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.7～2.0(事業期間±20%) B/C= 2.4～2.8(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の渋滞損失時間：11.8万人・時間／年、渋滞損失削減率：約10割削減

②安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上
（秋田市下浜地区～秋田大学医学部附属病院 現況：36分⇒整備後35分）

③災害への備え
・秋田県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道7号が「第一次緊急輸送道路」に指定

関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見
国道７号は、県都秋田市と県内主要都市を結ぶ幹線道路でありますが、秋田市下浜地区においては、幅

員が狭く、沿道に民家が連なるため、交通混雑が慢性化するなど、主要幹線道路としての機能が著しく低
下しています。
このため、交通混雑の解消とともに、沿道環境の改善、歩行者の安全確保、緊急時の代替路確保等を図

るため、当事業の継続に異議ありませんので、引き続き、早期供用に向けて事業の促進をお願いします。
○以下の団体等から、下浜道路の整備促進について要望あり
・国道７号下浜道路建設促進期成同盟会 ・秋田県知事
・秋田県議会 ・秋田市西部地区振興会連絡協議会
・日本海沿岸東北自動車道建設促進秋田県南部期成同盟会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率６０％、用地進捗率１００％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３１年度に暫定２車線で開通予定



施設の構造や工法の変更等
・橋台背面部盛土にＦＣＢ（気泡配合軽量土）を配合
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
国道７号下浜地区における交通混雑の解消、沿線通学路の安全確保、沿道環境の改善、緊急時の代替路

確保のため早期整備の必要性が高い
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

Tʼ15＝20,291台/⽇

下浜道路
6.2km
平成31年度
開通予定

起点
秋⽥市下浜⽻川

終点
秋⽥市浜⽥

⾄ 能代市

下浜中

下浜⼩
下浜駅

下浜⼯業団地

：開通中
：事業中
：未事業化

凡 例

その他道路凡例

：評価対象区間
：⾼規格幹線道路
：地域⾼規格道路
：⼀般国道
：主要地⽅道・県道

道路種別

：４⾞線以上
：２⾞線

道路種別

下浜海⽔浴場

⾄ 由利本荘市 ：H27センサス交通量



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村上 一弥

事業 事業 国土交通省事業名
日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂

一般国道

にほんかいえんがんとうほく の し ろ こ さ か

（一般国道７号 鷹巣大館道路（Ⅱ期）） 区分 主体 東北地方整備局
たかのすおおだて

自：秋田県北秋田市脇神
きたあきた わきがみ

起終点 延長 ５．６ｋｍ

至：秋田県北秋田市 栄
きたあきた さかえ

事業概要

日本海東北沿岸自動車道は、新潟県新潟市から青森県青森市に至る延長約３２１ｋｍの高規格幹線道路

である。
鷹巣大館道路（Ⅱ期）は、日本海沿岸東北自動車道の一部を形成し、秋田県北秋田市内を通過する延長

５．６ｋｍの自動車専用道路である。
Ｈ１９年度事業化 Ｈ１４年度都市計画決定 Ｈ２０年度用地着手 Ｈ２１年度工事着手

（H-年度変更）
全体事業費 約２７０億円 事業進捗率 ９６％ 供用済延長 ３．９km
計画交通量 １２，１００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) ９７億円／４６５億円 ３１７億円／１，０６６億円
分析結果 ２．３ (2.9) 事 業 費 ： ８２億円／４２６億円 走行時間短縮便益：２６２億円／７６６億円 平成２９年

(残 事 業) 維持管理費 ： １５億円／ ４０億円 走行経費減少便益： ３７億円／２１８億円
３．３ (8.8) 交通事故減少便益： １８億円／ ８２億円

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】 交通量 ：B/C=2.1～2.5(交通量 ±10%) 【残事業】 B/C=2.7～3.7(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=2.3～2.3(事業費 ±10%) B/C=3.0～3.6(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=2.3～2.3(事業期間 ±1年) B/C=3.1～3.4(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・大館市から大館能代空港へのアクセス向上が見込まれる（現況：55分→整備後：24分※）。

②物流効率化の支援
・小坂町から能代港へのアクセス向上が見込まれる（現況：84分→整備後：72分※）。

③国土・地域ネットワークの構築
・当該路線が新たに拠点都市である能代市～大館市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成

（現況：91分→整備後：70分※）。
④安全で安心できるくらしの確保
・大館市から北秋田市民病院へのアクセス向上が見込まれる（現況：53分→整備後：31分※）。

⑤災害への備え
・緊急輸送道路ネットワーク計画に位置付けがある（一般国道7号は秋田県緊急輸送道路ネットワーク
計画において「第１次緊急輸送道路」に指定）。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
※他の事業中区間の効果も含む

関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

・現道の一般国道７号とほぼ並行する日本海沿岸東北自動車道の一部を整備するものであり、代替路
線の確保と事故危険箇所の回避が可能となるほか、大館能代空港、能代港、秋田港等のアクセス向
上により、製造業などの企業立地が進む県北地域の生産性向上や販路拡大、十和田湖や森吉山等の
周辺地域における観光動線の確保及び死亡率の高い脳疾患患者の搬送時間短縮と搬送中の振動低減
といった効果が期待できることから、引き続き、事業期間内の完成に向けて、必要な予算の確保及
び一層の事業推進をお願いします。

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・平成27年度に能代地区線形改良（L=2.0km）が新規事業化
・象潟仁賀保道路（象潟～金浦）がH27開通
・鷹巣大館道路（Ⅱ期）（鷹巣～二井田真中）がH28に開通



事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率９６％（うち用地進捗率９４％）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・（仮）あきた北空港ＩＣ～鷹巣ＩＣはＨ２９年度開通予定。

施設の構造や工法の変更等
・（仮称）あきた北空港IC部の排水系統の見直しにより、IC内の掘削範囲の見直しを行いコスト縮減を
図る。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

鷹巣大館道路（Ⅱ期）



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村上 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 日本海沿岸東北自動車道 能代～小坂

一般国道

にほんかいえんがんとうほく の し ろ こ さ か

（一般国道７号 二ツ井今 泉道路） 区分 主体 東北地方整備局
ふ た つ い いまいずみ

自：秋田県能代市二ツ井町小繋
の し ろ ふ た つ い ま ちこつなぎ

起終点 延長 ４．５ｋｍ
至：秋田県北秋田市今 泉

きたあきた いまいずみ

事業概要

日本海東北沿岸自動車道は、新潟県新潟市から青森県青森市に至る延長約３２１ｋｍの高規格幹線道路
である。

二ツ井今泉道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、道路の安全性及び災害時のリダンダンシ
ー確保、地域の基盤産業の支援を目的とした能代市二ツ井から北秋田市今泉を結ぶ延長４．５ｋｍの自動
車専用道路である。

Ｈ２４年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１５０億円 事業進捗率 ４４％ 供用済延長 － km
計画交通量 １２，１００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 97億円／ 465億円 317億円／1,066億円
分析結果 ２．３ (1.4) 事 業 費 ： 82億円／ 426億円 走行時間短縮便益：262億円／ 766億円

平成２９年
(残 事 業) 維持管理費 ： 15億円／ 40億円 走行経費減少便益： 37億円／ 218億円
３．３ (2.4) 交通事故減少便益： 18億円／ 82億円

感度分析の結果
【全体事業】 交通量 ：B/C=2.1～2.5(交通量 ±10%) 【残事業】 B/C=2.7～3.7(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=2.3～2.3(事業費 ±10%) B/C=3.0～3.6(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=2.3～2.3(事業期間 ±1年) B/C=3.1～3.4(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・能代市から大館能代空港へのアクセス向上が見込まれる（現況：53分→整備後：46分※）。

②物流効率化の支援
・小坂町から能代港へのアクセス向上が見込まれる（現況：84分→整備後：72分※）

③国土・地域ネットワークの構築
・当該路線が新たに拠点都市である能代市～大館市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構築

（現況：91分→整備後：70分※）
④個性ある地域の形成
・主要な観光地（世界遺産「白神山地」）へのアクセス向上が期待される。

⑤災害への備え
・緊急輸送道路ネットワーク計画に位置付けがある（一般国道7号は秋田県緊急輸送道路ネットワーク
計画において「第１次緊急輸送道路」に指定）。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
※他の事業中区間の効果も含む

関係する地方公共団体等の意見
○秋田県知事の意見

・一般国道７号能代市二ツ井～北秋田市今泉間は、災害時等の通行止めの際に広域迂回を強いられて
いる区間であるとともに、死傷事故が多発する危険箇所を抱えているため、代替性と安全性の確保
が課題となっております。

・現道の一般国道７号とほぼ並行する日本海沿岸東北自動車道の一部を整備するものであり、代替路
線の確保と事故危険箇所の回避が可能となるほか、大館能代空港、能代港、秋田港等のアクセス向
上により、製造業などの企業立地が進む県北地域の生産性向上や販路拡大、十和田湖や森吉山等の
周辺地域における観光動線の確保及び死亡率の高い脳疾患患者の搬送時間短縮と搬送中の振動低減
といった効果が期待できることから、引き続き、事業期間内の完成に向けて、必要な予算の確保及
び一層の事業推進をお願いします。



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・鷹巣大館道路（Ⅱ期）（鷹巣～二井田真中）がH28に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率44％（うち用地進捗率71％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・機能補償のため設置する交差道路２路線の集約、及びこ道橋を側道切回しに変更し、コスト縮減を図

る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

⼆ツ井今泉道路



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道１１２号 霞 城 改良 一般国道
か じよう

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：山形県山形市七日町一丁目 延長 １．３ｋｍ
なぬ か まち

至：山形県山形市 城 北町一丁目
じようほくまち

事業概要
一般国道１１２号は、山形県山形市から酒田市に至る約170㎞の主要な幹線道路である。
霞城改良は、山形県山形市内を通過する延長1.3㎞の４車線道路である。

Ｈ１７年度事業化 Ｈ１０年度都市計画決定 Ｈ１９年度用地着手 Ｈ１９年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ２５９億円 事業進捗率 ９３％ 供用済延長 ０．４km
計画交通量 ２８，９００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
(事業全体) ２２億円／３２４億円 １９９億円／ ３６３億円

費用対効果 １．１ 事 業 費： １６億円／３１６億円 走行時間短縮便益： １７５億円／ ３１０億円 平成２９年
分析結果 ( 残 事 業 ) 維持管理費： ６.５億円／ ７.６億円 走行経費減少便益： １７億円／ ３８億円

９．０ 交通事故減少便益： ７.８億円／ １４億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.1(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 8.6～9.2(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%) B/C= 8.4～9.7(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%) B/C= 8.9～9.2(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の渋滞損失時間：21.8万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減
・現道の七小前交差点～大手町交差点における混雑時旅行速度低下区間の旅行速度の改善が期待される

②歩行者・自転車のための生活空間の形成
・自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全
てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通
行の快適・安全性の向上が期待できる
（自転車交通量2,836台/12h（H17）、自動車交通量8,423台/12h（H27）、歩行者交通量5,409人/12h）

③安全な生活環境の確保
・当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上かつ歩行者交通量100人/日以上の場合、歩道が無い又は
狭小な区間に歩道が設置される
（自動車交通量8,423台/12h（H22）、歩行者交通量5,409人/12h（H17））

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。
２ 一般国道112号霞城改良区間は、山形市中心部の業務・教育・商業地域への交通が集中する箇所

ですが、現道は幅員が狭小で交通量に見合う車線数もないことから、慢性的な渋滞が発生しており、
特に朝夕の通勤時間帯の渋滞は著しく、また、交通安全上の危険も懸念されております。

そのようなことから、当該区間の早期の渋滞解消や交通安全の向上が望まれているところであり、
早期完成を目指し、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から、霞城改良の整備促進について要望あり
・一般国道１１２号（山形市・寒河江市間）整備促進期成同盟会
・山形市

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率９３％（うち用地進捗率９７％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・電線共同溝による地中化方式への見直し

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道１１３号 梨郷道路 一般国道
りんごう

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：山形県長井市大字今 泉 字新田 延長 ７．２ｋｍ
なが い いまいずみ しんでん

至：山形県南陽市大字竹原字加津木沢
なんよう たけはら か つ き ざわ

事業概要
一般国道１１３号は、新潟県新潟市から福島県相馬市に至る約242㎞の主要な幹線道路である。
梨郷道路は、新潟山形南部連絡道路の一部を形成し、山形県長井市から南陽市に至る延長7.2㎞、２車

線の自動車専用道路である。
Ｈ２０年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 １８８億円 事業進捗率 ４１％ 供用済延長 － km
計画交通量 １０，３００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
(事業全体) １２４億円／２０７億円 ２７９億円／ ２７９億円

費用対効果 １．３ 事 業 費 ： ９３億円／１７６億円 走行時間短縮便益： ２３１億円／ ２３１億円 平成２９年
分析結果 ( 残 事 業 ) 維持管理費 ３１億円／ ３１億円 走行経費減少便益 ２９億円／ ２９億円

２．２ 交通事故減少便益： １９億円／ １９億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.6(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 1.8～2.6(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.3～1.4(事業費 ±10%) B/C= 2.1～2.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.3～1.4(事業期間±20%) B/C= 2.2～2.3(事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の渋滞損失時間：17.2万人・時間／年、渋滞損失削減率：約9割削減

②国土・地域ネットワークの構築
・地域高規格道路である新潟山形南部連絡道路の位置づけ有り

③安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（高畠町～公立置賜総合病院 現況：22分→整備後：21分）

④災害への備え
・山形県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道113号が「第一次緊急輸送道路」に指定

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。
２ 一般国道113号梨郷道路は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本

路線は、災害時の広域的代替路線の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興
を図るためにも極めて重要で必要不可欠であります。

また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や、「山形県道路中期計画」において"高速道路・地
域高規格道路の整備"の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、全区間の供
用目標を明らかにし、着実な予算の確保をお願いします。

○以下の団体等から、梨郷道路の整備促進について要望あり
・新潟山形南部連絡道路建設促進期成同盟会
・山形・宮城国道113号整備促進期成同盟会
・国道113号梨郷道路整備促進川西地区期成同盟会
・置賜総合開発協議会
・山形県 ・長井市 ・南陽市 ・川西町

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない



事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率４１％（うち用地進捗率５０％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・他事業残土受入によるコスト縮減

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省

事業名 東北中央自動車道 東 根～尾花沢 高速自動車国道
ひがし ね お ばなざわ

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：山形県 東 根市大字羽 入 延長 ２３．０ｋｍ
ひがし ね は にゆう

至：山形県尾花沢市大字尾花沢
お ばなざわ お ばなざわ

事業概要
東北中央自動車道は、福島県相馬市を起点として福島市、山形県米沢市、山形市等を経て秋田県横手市

で東北横断自動車道釜石秋田線に連結する延長約268㎞の高速自動車国道である。
東根～尾花沢間は、東北中央自動車道の一部を形成し、山形県東根市から尾花沢市に至る延長23.0㎞、

２車線の自動車専用道路である。
Ｈ１０年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１８年度用地着手 Ｈ１９年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 ８３５億円 事業進捗率 ７９％ 供用済延長 － km
計画交通量 ２４，５００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
(事業全体) ２２９億円／９８４億円 １、１６５億円／１，３５１億円

費用対効果 １．４ 事 業 費 ：１５１億円／８９２億円 走行時間短縮便益 ８３０億円／ ９２５億円 平成２９年
分析結果 ( 残 事 業 ) 維持管理費 ７８億円／ ９３億円 走行経費減少便益 ２０５億円／ ２６８億円

５．１ 交通事故減少便益 １２９億円／ １５８億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.3～1.5(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 4.8～5.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.4～1.4(事業費 ±10%) B/C= 4.8～5.4(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.3～1.4(事業期間±1年) B/C= 4.9～5.2(事業期間±1年)

事業の効果等
①広域的な交流・連携の促進
・都市間所要時間の短縮と東北地方内陸地域の交流・連携の促進

②代替路機能及びネットワーク機能強化
・国道112号月山道路の災害時の代替路機能及びネットワーク機能の強化

③高次医療施設へのアクセス向上
・尾花沢市からの高次医療施設への搬送時間短縮、搬送時の安全性向上

関係する地方公共団体等の意見
○山形県知事の意見
１ 「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。
２ 東北中央自動車道は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線は、

災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図るた
めにも極めて重要で必要不可欠であります。

また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において”高速道路・地
域高規格道路の整備”の重要性について盛り込んでおります。東北中央自動車道は、平成３０年度
までに東根北ICまでつながることが公表されており、沿線関係者から構成される官民共同の協議会
においても、産業界から高速道はネットワーク化されてはじめて整備効果が発現されることが提案
されております。最重要路線である本区間の早期完成を目指すとともに、着実な予算の確保をお願
いします。

○以下の団体等から、東根～尾花沢の整備促進について要望あり
・東北中央道（東根～尾花沢間）建設促進協議会
・山形県道路整備促進協議会 ・村山市議会（市政クラブ）
・山形県 ・山形市
・尾花沢市 ・大蔵村

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない



事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率７９％（うち用地進捗率１００％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
・軟弱地盤対策箇所への長期沈下対策（真空圧密工法を採用）
・法面変状箇所の対策（法面変状箇所の対策工）
・発生土の安定処理（膨潤性鉱物の安定処理対策）
・掘割区間の構造形式変更（U型擁壁構造への変更）

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村上 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘 高速自動車国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（酒田みなと～遊佐）
区分 主体 東北地方整備局さ か た ゆ ざ

起終点
自：山形県酒田市藤塚

延長 １２．０km

やまがた さ か た ふじつか

至：山形県飽海郡遊佐町北目
やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約320kmの高速自動車国道である。酒田みなと～遊佐間は、日本海沿岸東北自動車道の一部

を形成し、広域的な連携・交流の促進、災害時のリダンダンシーの確保、交通事故の減少、重要港湾酒田

港へのアクセス強化に寄与することを目的としている。

Ｈ２１年度事業化 Ｈ２１年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ３１０ 億円 事業進捗率 ４４％ 供用済延長 ―km

計画交通量 １２，３００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 616億円/800億円 1,405億円/1,405億円 平成２９年

１．８ (1.6) 事 業 費：514億円/697億円 走行時間短縮便益：984億円/984億円

(残事業) 維持管理費：102億円/102億円 走行経費減少便益：346億円/346億円

２．３ (2.9) 交通事故減少便益： 75億円/ 75億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動 ：B/C＝1.6～2.0（交通量±10％）【残事業】B/C＝2.0～2.5（交通量±10％）

事業費変動 ：B/C＝1.7～1.9（事業費±10％） B/C＝2.1～2.5（事業費±10％）

事業期間変動：B/C＝1.6～1.9（事業期間±1年） B/C＝2.1～2.4（事業期間±1年）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・にかほ市から庄内空港（現況：53分→整備後：43分※）へのアクセス向上が見込まれる

②物流効率化の支援

・にかほ市から酒田港（現況：41分→整備後：36分※）へのアクセス向上が見込まれる

③国土・地域ネットワークの構築

・新たに拠点都市間（酒田市と秋田市 現況：117分→整備後：106分※）を高規格幹線道路で連絡する

ルートを構成する

④安全で安心できるくらしの確保

・遊佐町（吹浦）から日本海総合病院（現況：28分→整備後：21分）へのアクセス向上が見込まれる

⑤災害への備え

・並行する国道7号通行止め時には、国道13号による広域迂回が強いられる区間の代替路線を形成する

※他の事業中区間の効果も含む

関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

・「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。

・日本海沿岸東北自動車道は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線

は、災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図る

ためにも極めて重要で必要不可欠であります。

・また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高

規格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、沿線遊佐町におい

て「道の駅」構想の具体化が進んでいることからも、供用目標を明らかにし、着実な予算の確保をお

願いします。

○以下の団体等から、酒田みなと～遊佐の整備促進について要望あり

庄内開発協議会（会長：酒田市長）、鶴岡市議会、酒田市議会

日本海沿岸東北自動車道建設促進同盟会

山形県庄内地区道路協議会（会長：酒田市長）、山形県町村議会議長会（会長：三川町議会議長） 他



事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率４４％（うち用地進捗率６５％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

・完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等

・防雪柵の形式の見直し等により引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

道路凡例

：開通済
：事業中
：未事業化

その他道路凡例

：評価対象区間
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別

：４車線以上
：２車線

車線区分

その他凡例

：H27センサス交通量
：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間
：市街化区域
：津波浸水想定区域

日本海沿岸東北自動車道
酒田みなと～遊佐



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：村上 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名

日本海沿岸東北自動車道 酒田～由利本荘
一般国道

にほんかいえんがんとうほく さ か た ゆりほんじよう

（一般国道７号 遊佐象潟道路）
区分 主体 東北地方整備局ゆ ざ きさかた

起終点
自：山形県飽海郡遊佐町北目

延長 １７．９km

やまがた あ くみ ゆ ざ きた め

至：秋田県にかほ市象潟町小滝
あ き た きさかたまちこ た き

事業概要

日本海沿岸東北自動車道は、新潟県新潟市を起点として山形県酒田市や秋田県秋田市を経て青森県青森

市に至る延長約320kmの高速自動車国道である。遊佐象潟道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を形成

し、災害時の緊急輸送道路や代替路の確保、第三次救急医療施設への速達性向上、地域産業の支援に寄与

することを目的としている。

Ｈ２５年度事業化 Ｈ２４年度都市計画決定 Ｈ２７年度用地着手 Ｈ２８年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ５２０ 億円 事業進捗率 ８％ 供用済延長 ―km

計画交通量 １２，３００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 616億円/800億円 1,405億円/1,405億円 平成２９年

１．８ (2.3) 事 業 費：514億円/697億円 走行時間短縮便益：984億円/984億円

(残事業) 維持管理費：102億円/102億円 走行経費減少便益：346億円/346億円

２．３ (2.5) 交通事故減少便益： 75億円/75億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量変動 ：B/C＝1.6～2.0（交通量±10％）【残事業】B/C＝2.0～2.5（交通量±10％）

事業費変動 ：B/C＝1.7～1.9（事業費±10％） B/C＝2.1～2.5（事業費±10％）

事業期間変動：B/C＝1.6～1.9（事業期間±2年） B/C＝2.1～2.4（事業期間±2年）

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・にかほ市から庄内空港（現況：53分→整備後：43分※）へのアクセス向上が見込まれる

②物流効率化の支援

・にかほ市から酒田港（現況：41分→整備後：36分※）へのアクセス向上が見込まれる

③国土・地域ネットワークの構築

・新たに拠点都市間（酒田市と秋田市 現況：117分→整備後：106分※）を高規格幹線道路で連絡する

ルートを構成する

④安全で安心できるくらしの確保

・にかほ市から日本海総合病院（現況：48分→整備後：38分）へのアクセス向上が見込まれる

⑤災害への備え

・並行する国道7号通行止め時には、国道13号による広域迂回が強いられる区間の代替路線を形成する

※整備後は一体評価区間である酒田みなと～遊佐区間の効果も含む



関係する地方公共団体等の意見

○山形県知事の意見

・「対応方針（原案）」案のとおり、事業継続について同意します。

・日本海沿岸東北自動車道は、格子状骨格道路ネットワークを形成する重要な路線であります。本路線

は、災害時の広域的代替機能の強化や救急医療への対応はもとより、産業、経済、観光の振興を図る

ためにも極めて重要で必要不可欠であります。

・また、本県では、「やまがた創生総合戦略」や「山形県道路中期計画」において“高速道路・地域高

規格道路の整備”の重要性について盛り込んでおり、早期完成を目指すとともに、沿線遊佐町におい

て「道の駅」構想の具体化が進んでいることからも、供用目標を明らかにし、着実な予算の確保をお

願いします。

○秋田県知事の意見

・国の対応方針（原案）（案）については、異議ありません。

・一般国道7号遊佐町～にかほ市間は、災害時等の通行止めの際に広域迂回を強いられる区間であり、

代替路線の確保が課題となっております。

・当該事業は、現道の一般国道7号とほぼ平行する日本海沿岸東北自動車道の一部を整備するものであ

り、現道に対する代替路線の確保が可能となるほか、整備後のアクセス向上による県内の航空機関連産

業の競争力強化や、秋田港・酒田港・新潟港の物流効率の向上と連携強化、「鳥海山・飛島ジオパーク」

などの観光の活性化および高次医療機関への搬送時間短縮といった効果が期待できることから、引き続

き、事業期間内の完成に向けて、必要な予算の確保及び一層の事業推進をお願いします。

○以下の団体等から、遊佐象潟道路の整備促進について要望あり

秋田県、秋田県議会、由利本荘市、由利本荘市議会、にかほ市、東北日本海沿岸市町村議会協議会、

にかほ市・遊佐町議会議員協議会、日本海沿岸東北自動車道建設促進秋田県南部期成同盟会

本荘由利交通体系整備促進協議会

事業評価監視委員会の意見

・対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率８％（うち用地進捗率１８％）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・事業の進捗に係る問題はない。

・完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等

・法面防草板の材質の変更等により引き続きコスト縮減に取り組んでいく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道７号
遊佐象潟道路

ゆざじゅうり づか
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その他道路凡例

：評価対象区間
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：一般国道
：主要地方道・県道

道路種別
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再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４号 伊達拡幅 一般国道

だ て

区分 主体 東北地方整備局

自：福島県伊達市広前
ふくしま だ て ひろまえ

起終点 延長 ９.１ｋｍ
至：福島県伊達郡国見町大字石母田字上野

ふくしま だ て く に み い し も だ う え の

事業概要

一般国道４号は、東京都中央区から青森県青森市に至る延長約８８９ｋｍの主要な幹線道路である。
伊達拡幅は、福島県伊達市広前から福島県伊達郡国見町大字石母田字上野に至る延長９．１ｋｍの４車

線道路である。

Ｓ５６年度事業化 Ｓ５６年度都市計画決定 Ｓ５７年度用地着手 Ｓ６１年度工事着手
全体事業費 約１９８億円 事業進捗率 ９１％ 供用済延長 ５.８km
計画交通量 ２３,３００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)／(事業全体) (残事業)／(事業全体)
２４億円 ／３７８億円 １２５億円 ／６５０億円費用対効果 (事業全体) １.７

分析結果 平成２９年事 業 費 ： １５億円 ／３５２億円 走行時間短縮便益： １１９億円／６１９億円
維持管理費 ： ９.６億円 ／ ２６億円 走行経費減少便益：０.１４億円／ ２１億円(残 事 業) ５.２

交通事故減少便益： ５.４億円／ １０億円
感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.6～1.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=3.8～6.4(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.7～1.7(事業費 ±10%) B/C=4.9～5.5(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.7～1.7(事業期間 ±1年) B/C=5.1～5.3(事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・渋滞損失時間：32.3万人・時間/年、渋滞損失削減率：約6割削減

②国土・地域ネットワークの構築
・当該路線の整備により、国見町から圏域中心都市である福島市へのアクセス向上が見込まれる

（国見町→福島市 現況：32分→整備後：30分）
③災害への備え
・緊急輸送道路（東北自動車道）が通行止めになった場合の代替路を形成する

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、異議ありません。なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期
完成に努めてください。

○以下の団体から、伊達拡幅の整備促進について要望あり
福島県知事、国見町長、福島県道路利用者会議、福島県伊達地方町村議会議長会・

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和５６年度事業化、用地進捗率９６％、事業進捗率９１％
・平成７年度に延長5.5㎞の事業延伸、現在まで当初事業化区間を含めて延長5.8㎞の４車線化が図られ

ている。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
事業進捗に係る問題はない。・

・残事業中区間（延長3.3㎞）の開通は、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等
新技術（固定ゴム支承装置FｘSB）の導入によりコスト削減を図る。・



対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
国道４号における交通混雑の緩和、交通安全の確保等のため、早期整備の必要性が高い。

事業概要図

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。※
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４９号 猪苗代拡幅 一般国道

いなわしろ

区分 主体 東北地方整備局

自：福島県耶麻郡猪苗代町大字壷楊字 南 浜
や ま ぐん い なわしろまち つぼよう みなみはま

起終点 延長 ７．３ｋｍ
至：福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字大堰

や ま ぐん い なわしろまち おさ だ おおぜき

事業概要

一般国道４９号は、福島県いわき市から新潟県新潟市に至る延長約２４０ｋｍの主要幹線道路である。
猪苗代拡幅は、福島県耶麻郡猪苗代町大字壷楊字南浜から福島県耶麻郡猪苗代町大字長田字大堰猪苗代

に至る延長７．３ｋｍ、２車線の道路である。

Ｓ６３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ元年度用地着手 Ｈ３年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１２９億円 事業進捗率 ９７％ 供用済延長 ４．４km
計画交通量 ９，４００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)／(事業全体) (残事業)／(事業全体)
９.８億円／２３８億円 ６８億円／ ２４２億円費用対効果 (事業全体)１.０２

分析結果 平成２９年事 業 費 ： ３.６億円／２１９億円 走行時間短縮便益： ６３億円／ ２０７億円
維持管理費 ： ６.２億円／ １９億円 走行経費減少便益： ４.６億円／ ２９億円(残 事 業) ７．０

交通事故減少便益：０.８３億円／ ６.２億円
感度分析の結果 残事業について感度分析を実施
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=0.8～1.3(交通量 ±10%)【残事業】B/C=5.2～9.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C= ～ (事業費 ±10%) B/C=6.8～7.3(事業費 ±10%)１.０２ １.０２
事業期間変動 ：B/C= ～ (事業期間±1年) B/C=6.9～7.1(事業期間±1年)０.９８ １.０６

事業の効果等
①国土・地域ネットワークの構築
・現道（国道４９号）における冬期積雪時の大型車のすれ違い困難区間を解消する

②個性ある地域の形成
・スポーツ、レクリエーションイベント（マラソン大会等）を支援する
・主要な観光地（志田浜）へのアクセス向上が期待される

③災害への備え
・緊急輸送道路（磐越自動車道）が通行止めになった場合の代替路を形成する

関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針(原案)については、異議ありません。なお、東日本大震災からの復興を支援するため、
早期完成に努めて下さい。

○以下の団体等から、猪苗代拡幅の整備促進について要望あり。
・会津総合開発協議会
・会津地区道路整備促進期成同盟会
・会津方部商工観光団体協議会
・県中・県南・会津地区国道協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・昭和６３年度事業化、用地進捗率９７％、事業進捗率９７％
・平成７年度に堅田地区 延長1.1㎞の４車線化、平成１７年度に金曲バイパス 延長1.8㎞が供用。 
・平成２１年度に事業評価監視委員会において、計画交通量の見直しにより、４車線計画から２車線計

画へ事業計画の見直しを実施。
・平成２４年度より用地買収済み区間について２車線拡幅の工事に着手、平成２５年度に長田地内延長

0.4㎞、壷楊地内 延長0.4㎞が供用。
・平成２８年度に磐里地内 延長0.7㎞が供用。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない。
・残区間（延長2.9㎞）の開通は、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等
・新技術（橋梁部の支承形式(機能分散型支承)、伸縮装置(埋設ジョイント)）の導入によりコスト縮減

を図る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
国道４９号の冬期の交通安全性の確保及び円滑な交通の確保のため、早期整備の必要性が高い。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道49号
猪苗代拡幅

一般国道49号
猪苗代拡幅



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道４９号 北好間改良 一般国道

きたよ し ま

区分 主体 東北地方整備局

自：福島県いわき市好間町北好間字清水
よし ま まちきたよ し ま し み ず

起終点 延長 ２．２ｋｍ
至：福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻

い の は な

事業概要

一般国道４９号は、福島県いわき市から新潟県新潟市に至る延長約２４０ｋｍの主要幹線道路である。
北好間改良は、福島県いわき市好間町北好間字清水から福島県いわき市好間町北好間字猪ノ鼻に至る延

長２．２kmの２車線道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ－年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約５０億円 事業進捗率 １６％ 供用済延長 － km
計画交通量 １０，７００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)／(事業全体) (残事業)／(事業全体)
４３億円／ ５０億円 ６６億円／ ６６億円費用対効果 (事業全体)１．３

分析結果 平成２９年事 業 費 ： ３７億円／ ４４億円 走行時間短縮便益： ４５億円／ ４５億円
維持管理費 ： ５．９億円／５．９億円 走行経費減少便益： １５億円／ １５億円(残 事 業)１．５

交通事故減少便益： ５．２億円／５．２億円
感度分析の結果
【事業全体】交 通 量 変 動：B/C=1.0～1.6(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=1.1～2.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.2～1.4(事業費 ±10%) B/C=1.4～1.7(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.3～1.4(事業期間±1年) B/C=1.5～1.5(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・渋滞損失時間2.1万人・時間／年、渋滞損失削減率：約8割削減
・国道49号 いわき中央IC入口交差点上り流入部（主要渋滞箇所）の旅行速度の改善が期待される

②都市の再生
・広域道路整備計画（福島県）に位置づけのある広域道路（地域形成型）を形成する

③災害への備え
・福島県道路防災情報連絡協議会により設定された緊急輸送道路ネットワーク計画において、一次確保

路線としての位置付けられている
関係する地方公共団体等の意見
○福島県知事の意見

国の対応方針（原案）については、異議ありません。なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期
完成に努めてください。

○以下の団体等から、北好間改良の整備促進について要望あり
・福島県知事、いわき市長
・一般国道６号・４９号いわき地区改築工事促進期成同盟会（会長：いわき市）
・福島県浜通り地区国道協議会（会長：いわき市） 他

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率15％、事業進捗率16％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業進捗に係る問題はない。完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

施設の構造や工法の変更等
・橋台支承条件を橋軸:可動･直角:固定(RC 壁)とし、橋軸直角方向水平力を橋台にも応分に分担させた

合理的な設計を行うことにより、コスト縮減を図る。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
交差点改良による交通容量の確保と混雑緩和、線形不良区間の解消による交通事故の削減等のため、早
期整備の必要性が高い。



事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

北好間改良



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路） 事業
一般国道

事業 国土交通省
み や こ

宮古～箱石 区分 主体 東北地方整備局
み や こ はこいし

自：岩手県宮古市藤原三丁目
み や こ ふじわらさんちょうめ

起終点 延長 33.0ｋｍ
至：岩手県宮古市箱石第５地割

み や こ はこいしだい ち わ り

事業概要

宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約６６ｋｍの地域高規格
道路である。

宮古～箱石は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市藤原三丁目から宮古市箱石第５地割に
至る延長３３．０ｋｍの２車線道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約１，１０６億円 事業進捗率 ５８％ 供用済延長 ― km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 834億円 ／ 2,466億円 2,145億円／2,530億円
分析結果 １．０３（1.04） 事 業 費：815億円 ／ 2,440億円 走行時間短縮便益： 1,871億円／2,228億円 平成２９年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費： 19億円 ／ 26億円 走行経費減少便益： 201億円／ 228億円
２．６（2.6） 交通事故減少便益： 73億円／ 74億円

感度分析の結果
【全体事業】 交 通 量 変 動：B/C=0.98～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.5～2.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=0.99～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=0.98～1.1(事業期間±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：143分→整備後：108分）
②物流効率化の支援

・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：120分→整備後：85分）
③安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)
現況：123分→整備後：88分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・宮古盛岡横断道路一般国道１０６号は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図
っていただきたいと考えております。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率８９％、事業進捗率５８％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 宮古西道路（県施工区間） 延長３．６ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３１年度 下川井地区 延長２．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 宮古西道路 延長４．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 川井～箱石地区 延長７．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 蟇目～腹帯地区 延長７．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
・工事用道路の構造変更等

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道106号
（宮古盛岡横断道路）

宮古～箱石



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路） 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

平津戸・岩井～松草 区分 主体 東北地方整備局
ひ ら つ と い わ い まつくさ

自：岩手県宮古市平津戸
み や こ ひ ら つ と

起終点 延長 ７．０ｋｍ
至：岩手県宮古市区界第４地割

み や こ くざかいだい ち わ り

事業概要

宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約６６ｋｍの地域高規格
道路である。

平津戸・岩井～松草はその一部を形成し、岩手県宮古市平津戸から宮古市区界第４地割に至る延長７．
０ｋｍの２車線道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約４９２億円 事業進捗率 ６１％ 供用済延長 － km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 834億円 ／ 2,466億円 2,145億円／2,530億円
分析結果 １．０３（0.4） 事 業 費：815億円 ／ 2,440億円 走行時間短縮便益： 1,871億円／2,228億円 平成２９年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費： 19億円 ／ 26億円 走行経費減少便益： 201億円／ 228億円
２．６（1.1） 交通事故減少便益： 73億円／ 74億円

感度分析の結果
【全体事業】 交 通 量 変 動：B/C=0.98～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.5～2.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=0.99～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=0.98～1.1(事業期間±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：143分→整備後：108分）
②物流効率化の支援

・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：120分→整備後：85分）
③安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)
現況：123分→整備後：88分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減にも
十分に配慮しながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する
事業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願
いいたします。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率６１％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない

施設の構造や工法の変更等
○事業費増

・橋梁（下部工）の見直し
○コスト縮減

・特になし
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道106号
（宮古盛岡横断道路）
平津戸・岩井～松草



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路） 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

区界～簗川 区分 主体 東北地方整備局
くざかい やながわ

自：岩手県宮古市区界第１地割
み や こ くざかいだい ち わ り

起終点 延長 ８．０ｋｍ
至：岩手県盛岡市簗川第６地割

やながわだい ち わ り

事業概要

宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約６６ｋｍの地域高規格
道路である。

区界～簗川は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県宮古市区界第１地割から盛岡市簗川第６地割
に至る延長８．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約５４２億円 事業進捗率 ６３％ 供用済延長 ― km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 834億円 ／ 2,466億円 2,145億円／2,530億円
分析結果 １．０３（0.4） 事 業 費 ：815億円 ／ 2,440億円 走行時間短縮便益： 1,871億円／2,228億円 平成２９年

［宮古～盛岡］ (残 事 業) 維持管理費 ： 19億円 ／ 26億円 走行経費減少便益： 201億円／ 228億円
２．６（1.3） 交通事故減少便益： 73億円／ 74億円

感度分析の結果
【全体事業】 交 通 量 変 動：B/C=0.98～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.5～2.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=0.99～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=0.98～1.1(事業期間±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：143分→整備後：108分）
②物流効率化の支援

・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：120分→整備後：85分）
③安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)
現況：123分→整備後：88分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減にも
十分に配慮しながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する
事業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願
いいたします。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率６３％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３２年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減

・特になし
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道106号
（宮古盛岡横断道路）

区界～簗川



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道１０６号（宮古盛岡横断道路） 事業
一般国道

事業 国土交通省
みや こ

都南川目道路 区分 主体 東北地方整備局
と な ん か わ め

自：岩手県盛岡市川目第５地割
か わ めだい ち わ り

起終点 延長 ６．０ｋｍ
至：岩手県盛岡市手代森

てしろもり

事業概要

宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡は、岩手県宮古市から岩手県盛岡市に至る延長約６６ｋｍの地域高規格
道路である。

都南川目道路は、宮古盛岡横断道路の一部を形成し、岩手県盛岡市川目第５地割から盛岡市手代森に至
る延長６．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。

Ｈ９年度事業化 Ｈ１３都市計画決定 Ｈ１５年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約３１８億円 事業進捗率 ８３％ 供用済延長 ２．６ km
計画交通量 ５，２００台／日 [宮古～盛岡]

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 834億円 ／ 2,466億円 2,145億円／2,530億円
分析結果 １．０３（1.3） 事 業 費 ：815億円 ／ 2,440億円 走行時間短縮便益： 1,871億円／2,228億円 平成２９年

［宮古～盛岡] (残 事 業) 維持管理費 ： 19億円 ／ 26億円 走行経費減少便益： 201億円／ 228億円
２．６ （6.5） 交通事故減少便益： 73億円／ 74億円

感度分析の結果
【全体事業】 交 通 量 変 動：B/C=0.98～1.1(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.5～2.8(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=0.99～1.1(事業費 ±10%) B/C=2.3～2.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=0.98～1.1(事業期間±1年) B/C=2.5～2.7(事業期間±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・宮古市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：143分→整備後：108分）
②物流効率化の支援

・宮古市魚市場から東北縦貫自動車道盛岡南ＩＣへのアクセス性が向上（現況：120分→整備後：85分）
③安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～岩手県高度救命救急センター(移転予定地)
現況：123分→整備後：88分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道106号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定

関係する地方公共団体等の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進
め、早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応でき
る予算を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「宮古盛岡横断道路 宮古～盛岡」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全
な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめ
とする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減にも
十分に配慮しながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する
事業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願
いいたします。

○以下の団体等から、宮古盛岡横断道路の整備促進について要望あり
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道１０６号指定区間編入促進期成同盟会
・国道１０６号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・簗川道路 延長６．７ｋｍ（２／２）が平成２５年３月に開通
・都南川目道路（川目ＩＣ～田の沢ＩＣ） 延長２．６ｋｍ（２／２）が平成２８年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成９年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８３％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３１年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○事業費増

・発生残土受入地への運搬距離の変更
・現地調査結果による、法面対策工の範囲の変更

○コスト縮減
・特になし

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道106号
（宮古盛岡横断道路）
都南川目道路



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道２８３号（東北横断自動車道 釜石 事業 事業 国土交通省
かまいし

事業名 一般国道
秋田線）釜石～釜石西 区分 主体 東北地方整備局
あ き た かまいし かまいしにし

自：岩手県釜石市甲子町第１３地割
かまいし かっしちょうだい ち わ り

起終点 延長 ６．０ｋｍ
至：岩手県釜石市甲子町第７地割

かまいし かっしちょうだい ち わ り

事業概要

東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻は、岩手県釜石市から岩手県花巻市に至る延長約８０ｋｍの
高規格幹線道路である。

釜石～釜石西は、東北横断自動車道釜石秋田線の一部を形成し、岩手県釜石市甲子町第１３地割～岩手
県釜石市甲子町第７地割に至る延長６．０ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約２８０億円 事業進捗率 ９１％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 ９，０００台／日［釜石～花巻］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 133億円／ 958億円 928億円／ 1,738億円
分析結果 １.８（0.96） 事 業 費 ： 82億円／ 792億円 走行時間短縮便益：796億円／ 1,557億円 平成２９年

［釜石～花巻］ (残 事 業) 維持管理費 ： 50億円／ 165億円 走行経費減少便益： 80億円／ 90億円
７．０（7.5） 交通事故減少便益： 51億円／ 92億円

感度分析の結果［釜石～花巻］
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.7～1.9(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=6.8～7.3(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.8～1.8(事業費 ±10%) B/C=6.6～7.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.7～1.9(事業期間 ±1年) B/C=6.8 (事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・釜石市から第3種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：89分→整備後：75分）
②物流効率化の支援

・北上市から重要港湾である釜石港へのアクセス性が向上（現況：94分→整備後：80分）
③個性ある地域の形成

・ラグビーワールドカップ2019釜石会場での円滑な大会運営を支援
（花巻空港～釜石鵜住居復興スタジアム(予定地) 現況：100分→整備後：77分）

④安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～岩手医科大学附属病院 現況：129分

→整備後：114分）
⑤災害への備え

・岩手県地域防災計画において、国道283号が「第一次緊急輸送道路」に指定
⑥災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域を
はじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減
にも十分に配慮しながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する事
業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願いい
たします。



○以下の団体等から、「東北横断自動車道釜石秋田線の整備促進について」要望あり
・東北横断自動車道釜石秋田線、釜石・花巻間建設促進期成同盟会
・東北横断自動車道釜石秋田線沿線市町村連絡協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・宮守ＩＣ～東和ＩＣ 延長２３．７ｋｍ（２／４）が平成２４年１１月に開通
・遠野ＩＣ～宮守ＩＣ 延長９．０ｋｍ（２／２）が平成２７年１２月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率９１％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 釜石ＪＣＴ(仮)～釜石西ＩＣ(仮) 延長６．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３０年度 遠野住田ＩＣ～遠野ＩＣ 延長１１．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減

・小段排水形式の見直し
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道283号（東北横断自動車道釜石秋田線）
釜石～釜石西

一般国道283号（東北横断自動車道釜石秋田線）



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業名 一般国道２８３号（東北横断自動車道釜石 事業 一般国道 事業 国土交通省
かまいし

秋田線）遠野住田～遠野 区分 主体 東北地方整備局
あ き た と お の す み た と お の

自：岩手県遠野市上 郷 町平倉
と お の かみごうちょうひらくら

起終点 延長 １１．０ｋｍ
至：岩手県遠野市綾 織 町新里

と お の あやおりちょうにいさと

事業概要

東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻は、岩手県釜石市から岩手県花巻市に至る約８０ｋｍの高規
格幹線道路である。

遠野住田～遠野はその一部を形成し、岩手県遠野市上郷町平倉から遠野市綾織町新里に至る延長１１．
０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手
（Ｈ－年度変更）

全体事業費 約３５６億円 事業進捗率 ８１％ 供用済延長 － km
計画交通量 ９，０００台／日［釜石～花巻］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 133億円／ 958億円 928億円／1,738億円
分析結果 １.８（1.5） 事 業 費 ： 82億円／ 792億円 走行時間短縮便益：796億円／1,557億円 平成２９年

［釜石～花巻］ (残 事 業) 維持管理費 ： 50億円／ 165億円 走行経費減少便益： 80億円／ 90億円
７.０（6.1） 交通事故減少便益： 51億円／ 92億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.7～1.9(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=6.8～7.3(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.8～1.8(事業費 ±10%) B/C=6.6～7.5(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.7～1.9(事業期間 ±1年) B/C=6.8 (事業期間 ±1年)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・釜石市から第三種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：89分→整備後：75分）
②物流効率化の支援

・北上市から重要港湾である釜石港へのアクセス性が向上（現況：94分→整備後：80分）
③個性ある地域の形成

・ラグビーワールドカップ2019釜石会場での円滑な大会運営を支援
（花巻空港～釜石鵜住居復興スタジアム(予定地) 現況：100分→整備後：77分）

④安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～岩手県高度救命救急センター 現況：129分

→整備後：114分）
⑤災害への備え

・岩手県地域防災計画において、国道283号が緊急輸送道路（第１次路線）に指定
⑥災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見

・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「東北横断自動車道釜石秋田線 釜石～花巻」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域を
はじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減
にも十分に配慮しながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する事
業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願いい
たします。



○以下の団体等から、東北横断自動車道釜石秋田線の整備促進について要望あり
・東北横断自動車道釜石秋田線、釜石・花巻間建設促進期成同盟会
・東北横断自動車道釜石秋田線沿線市町村連絡協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・宮守ＩＣ～東和ＩＣ 延長２３．７ｋｍ（２／４）が平成２４年１１月に開通
・遠野ＩＣ～宮守ＩＣ 延長９．０ｋｍ（２／２）が平成２７年１２月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８１％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減

・植生基材吹付の見直し
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道283号（東北横断自動車道釜石秋田線）
遠野住田～遠野

一般国道283号（東北横断自動車道釜石秋田線）
遠野住田～遠野
L=１１．０ｋｍ



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 唐桑北～陸前高田 一般国道

からくわきた りくぜんたかた

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市唐 桑 町舘 延長 １０．０ｋｍ
けせんぬま からくわちようたて

至：岩手県陸前高田市竹 駒 町相川
りくぜんたかた たけこまちようあいかわ

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市から岩手県

陸前高田市へ至る延長10.0㎞、２車線の自動車専用道路である。

Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手
（Ｈ-年度変更）

全体事業費 約６８７億円 事業進捗率 ８６％ 供用済延長 ― km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) ９０７億円／ ４,７５７億円 ２,４５３億円／ ５,５１８億円
分析結果 １．２（０．８） 事 業 費 ： ７９３億円／ ４,５２１億円 走行時間短縮便益： １,９４６億円／ ４,４９２億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １１４億円／ ２３５億円 走行経費減少便益： ４１３億円／ ７２４億円 平成２９年

釜石】 ２．７（５．１） 交通事故減少便益： ９４億円／ ３０３億円
感度分析の結果 【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.4～ 3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.5～ 3.0(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±1年) B/C= 2.6～ 2.8(事業期間±1年)

事業の効果等
①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～岩手県立大船渡病院 現況：48分→整備後：41分）

②災害への備え
・宮城県、岩手県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○岩手県知事の意見
「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
三陸沿岸道路を構成する「一般国道45号登米～釜石」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの

構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域を
はじめとする本県の復興に欠くことできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事業の進捗を図っ
ていただきたい。
○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８６％（平成３０年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 気仙沼～唐桑 南 一般国道
けせんぬま からくわみなみ

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市松崎高谷 延長 ９．０ｋｍ
けせんぬま まつざきた か や

至：宮城県気仙沼市唐 桑 町只越
けせんぬま からくわちようただこし

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（気仙沼～唐桑南）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市内を通過する

延長9.0㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約１,１８５億円 事業進捗率 ５３％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) ９０７億円／ ４,７５７億円 ２,４５３億円／ ５,５１８億円
分析結果 １．２（１．２） 事 業 費 ： ７９３億円／ ４,５２１億円 走行時間短縮便益： １,９４６億円／ ４,４９２億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １１４億円／ ２３５億円 走行経費減少便益： ４１３億円／ ７２４億円 平成２９年

釜石】 ２．７（２．８） 交通事故減少便益： ９４億円／ ３０３億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.4～ 3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.5～ 3.0(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±1年) B/C= 2.6～ 2.8(事業期間±1年)

事業の効果等
①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～岩手県立大船渡病院 現況：48分→整備後：41分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率５３％（平成３０年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３１年度：気仙沼ＩＣ(仮)～気仙沼港ＩＣ(仮)間 延長１．７ｋｍ（2/2）開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道45号 （三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりくえんがんどうろ

事業名 本吉気仙沼道路(Ⅱ期） 一般国道
もとよしけせんぬま

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県気仙沼市本 吉 町津谷長根 延長 ４．０ｋｍ
けせんぬま もとよしちよう つ や な が ね

至：宮城県気仙沼市本 吉 町九多丸
けせんぬま もとよしちよう く だ ま る

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
本吉気仙沼道路(Ⅱ期)は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県気仙沼市内を通過する延長4.0㎞、

２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ１８年度都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２５年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約２６４億円 事業進捗率 ８５％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日 【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) ９０７億円／ ４,７５７億円 ２,４５３億円／ ５,５１８億円
分析結果 １．２（１.０４） 事 業 費 ： ７９３億円／ ４,５２１億円 走行時間短縮便益： １,９４６億円／ ４,４９２億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １１４億円／ ２３５億円 走行経費減少便益： ４１３億円／ ７２４億円 平成２９年

釜石】 ２．７（６．３） 交通事故減少便益： ９４億円／ ３０３億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.4～ 3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.5～ 3.0(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±1年) B/C= 2.6～ 2.8(事業期間±1年)

事業の効果等
①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市～石巻赤十字病院 現況：85分→整備後：71分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率１００％、事業進捗率８５％（平成３０年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

事業 事業 国土交通省

事業名 一般国道45号（三陸沿岸道路）歌津～本吉 一般国道
さんりくえんがんどうろ う た つ もとよし

区分 主体 東北地方整備局

起終点 自：宮城県本吉郡南 三 陸 町歌津字白山 延長 １２．０ｋｍ
もとよし みなみさんりくちようう た つ しらやま

至：宮城県気仙沼市本 吉 町津谷長根
けせんぬま もとよしちよう つ や な が ね

事業概要
一般国道４５号（三陸沿岸道路 登米ＩＣ～釜石ＪＣＴ）は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る

約110㎞の復興道路である。
三陸沿岸道路（歌津～本吉）は、三陸沿岸道路の一部を形成し、宮城県本吉郡南三陸町から宮城県

気仙沼市へ至る延長12.0㎞、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ-年都市計画決定 Ｈ２３年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ-年度変更）
全体事業費 約７０３億円 事業進捗率 ８４％ 供用済延長 ー km
計画交通量 １１，９００台／日【登米～釜石】

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) ９０７億円／ ４,７５７億円 ２,４５３億円／ ５,５１８億円
分析結果 １．２（１．３） 事 業 費 ： ７９３億円／ ４,５２１億円 走行時間短縮便益： １,９４６億円／ ４,４９２億円
【登米～ ( 残 事 業 ) 維持管理費 ： １１４億円／ ２３５億円 走行経費減少便益： ４１３億円／ ７２４億円 平成２９年

釜石】 ２．７（７．３） 交通事故減少便益： ９４億円／ ３０３億円
感度分析の結果【登米～釜石】
【事業全体】交通量 ：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%) 【残事業】B/C= 2.4～ 3.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C= 2.5～ 3.0(事業費 ±10%)
事業期間 ：B/C=1.1～1.2(事業期間±1年) B/C= 2.6～ 2.8(事業期間±1年)

事業の効果等
①安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（気仙沼市本吉～石巻赤十字病院 現況：58分→整備後：50分）

②災害への備え
・宮城県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定
・国道45号（第一次緊急輸送道路）の代替路となる

③災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成
関係する地方公共団体等の意見
○宮城県知事の意見
「対応方針（原案）」案のとおり継続で異議ありません。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸縦貫自動車道・アクセス道路建設促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会
・気仙沼・本吉地方三陸縦貫自動車道整備促進連絡協議会
・気仙沼市、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会
・三陸沿岸都市会議（八戸市、久慈市、宮古市、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼市）

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率８４％（平成３０年３月末時点）



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度：歌津ＩＣ～卯名沢ＩＣ(仮)間 延長１０．０ｋｍ（2/2）開通予定

施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道４５号（三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりく

事業名 一般国道
吉浜～釜石 区分 主体 東北地方整備局
よしはま かまいし

自：岩手県大船渡市三 陸 町吉浜
おおふなと さんりくちょうよしはま

起終点 延長 １４．０ｋｍ
至：岩手県釜石市甲子町第１３地割

かまいし かっしちょうだい ち わ り

事業概要

三陸沿岸道路 登米～釜石は、宮城県登米市から岩手県釜石市に至る約１１０ｋｍの復興道路である。
吉浜～釜石は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県大船渡市三陸町吉浜～釜石市甲子町第１３地割に

至る延長１４．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約８６８億円 事業進捗率 ７４％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 １１，９００台／日［登米～釜石］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 907億円／4,757億円 2,453億円／5,518億円
分析結果 １．２（1.5） 事 業 費： 793億円／4,521億円 走行時間短縮便益：1,946億円／4,492億円 平成２９年

［登米～釜石］ (残 事 業) 維持管理費： 114億円／ 235億円 走行経費減少便益： 413億円／ 724億円
２.７（11.7） 交通事故減少便益： 94億円／ 303億円

感度分析の結果［登米～釜石］
【全体事業】交 通 量 変 動 ：B/C=1.1～1.2(交通量 ±10%)【残事業】B/C=2.4～3.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) B/C=2.5～3.0(事業費 ±10%)
事業期間変動 ：B/C=1.1～1.2(事業期間 ±20%) B/C=2.6～2.8(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・大船渡市吉浜地区から第３種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：114分→整備後：95
分）
②物流効率化の支援
・大船渡市から重要港湾である釜石港へのアクセスが向上（現況：42分→整備後：40分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（釜石市～大船渡病院 現況：41分→整備後：38分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「三陸沿岸道路 登米～釜石」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や、安全な交通
の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめとする本
県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減にも十分配慮し
ながら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する事
業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願いい
たします。



○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸沿岸都市会議
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・大船渡、釜石、大槌、山田間三陸縦貫自動車道整備促進協議会
・気仙沼市、南三陸町、気仙沼・南三陸地方三陸沿岸道路整備促進協議会
・気仙沼・本吉地方リアス・ハイウェイ女性の集い委員会

事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・陸前高田ＩＣ～通岡ＩＣ 延長４．１ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・三陸ＩＣ～吉浜ＩＣ 延長３．６ｋｍ（２／２）が平成２７年１１月に開通
・山田ＩＣ～宮古南ＩＣ 延長１４.０ｋｍ（２／２）が平成２９年１１月１２日に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率７４％（平成２９年３月時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 吉浜ＩＣ～釜石ＪＣＴ（仮） 延長１４．０ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・枝・抜根材を植生基材吹付チップへ利用

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道45号
吉浜～釜石



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道４５号（三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
さんりく

事業名 一般国道
釜石山田道路 区分 主体 東北地方整備局
かまいしや ま だ

自：岩手県釜石市甲子町第１３地割
かまいし かっしちょうだい ち わ り

起終点 延長 ２３．０ｋｍ
至：岩手県下閉伊郡山田町船越

し も へ い や ま だまちふなこし

事業概要

三陸沿岸道路 釜石～宮古は、岩手県釜石市から岩手県宮古市に至る約５０ｋｍの復興道路である。
釜石山田道路は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県釜石市甲子町第１３地割～下閉伊郡山田町船越

に至る延長２３．０ｋｍの２車線の自動車専用道路である。
Ｈ５年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１６年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約１，０３８億円 事業進捗率 ７９％ 供用済延長 ４．６ｋｍ
計画交通量 １１，８００台／日［釜石～宮古］

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 125億円／ 1,510億円 1,815億円／2,382億円
分析結果 １．６（1.2） 事 業 費 ： 104億円／ 1,417億円 走行時間短縮便益：1,422億円／1,875億円 平成２９年

［釜石～宮古］ (残 事 業) 維持管理費 ： 21億円／ 93億円 走行経費減少便益： 269億円／ 341億円
１４.５（11.3） 交通事故減少便益： 124億円／ 166億円

感度分析の結果［釜石～宮古］
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.4～1.7(交通量 ±10%)【残事業】B/C=13.1～16.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.6～1.6(事業費 ±10%) B/C=13.4～15.8(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.5～1.6(事業期間 ±20%) B/C=14.0～15.0(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・山田町から第３種空港である花巻空港へのアクセス性が向上（現況：134分→整備後：111分）

②物流効率化の支援
・山田町から重要港湾である釜石港へのアクセスが向上（現況：45分→整備後：32分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～大船渡病院 現況：113分→整備後：97分）

④災害への備え
・岩手県地域防災計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、
早期に全線完成すること、また資材価格や人件費の上昇による事業費の増額にも十分対応できる予算
を確実に確保し、整備促進を図ることを求めているところです。

・「三陸沿岸道路 釜石～宮古」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築や安全な交通の
確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿岸地域をはじめとする本県
の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、コスト縮減にも十分配慮しな
がら、事業の進捗を図っていただきたいと考えております。

・また、本事業において検討された様々な工法変更やコスト縮減対策等については、本県で実施する事
業においても十分に検討し、活かしていきたいと考えておりますので、引き続きの御指導をお願いい
たします。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸地区国道協議会
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・国道45号岩手整備促進期成同盟会
・東北横断自動車道及び三陸縦貫自動車道整備促進釜石市民会議
・釜石港湾振興協議会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「継続」が妥当である

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・陸前高田ＩＣ～通岡ＩＣ 延長４．１ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・三陸ＩＣ～吉浜ＩＣ 延長３．６ｋｍ（２／２）が平成２７年１１月に開通
・山田ＩＣ～宮古南ＩＣ 延長１４.０ｋｍ（２／２）が平成２９年１１月１２日に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成５年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率７９％（平成２９年３月時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成３０年度 釜石ＪＣＴ（仮）～釜石両石ＩＣ 延長５．６ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３０年度 大槌ＩＣ（仮）～山田南ＩＣ 延長８．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３１年度 釜石北ＩＣ（仮）～大槌ＩＣ（仮） 延長４．８ｋｍ（２／２） 開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・新技術（高所法面掘削機による掘削工法）を採用

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 費用対効果分析結果における（ ）は、事業化区間のうちＩＣ間の費用対効果分析の結果を示す。
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成３０年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：村山 一弥

一般国道４５号（三陸沿岸道路） 事業 事業 国土交通省
事業名 一般国道

宮古中央～田老 区分 主体 東北地方整備局
みやこちゆうおう た ろ う

自：岩手県宮古市松山
み や こ まつやま

起終点 延長 21.0ｋｍ
至：岩手県宮古市田老字小堀内

み や こ た ろ う こぼりない

事業概要

三陸沿岸道路 宮古～八戸は、岩手県宮古市から青森県八戸市に至る延長約１３０ｋｍの復興道路であ
る。
宮古中央～田老は、三陸沿岸道路の一部を形成し、岩手県宮古市松山から岩手県宮古市田老字小堀内に

至る延長２１．０ｋｍ、２車線の自動車専用道路である。
Ｈ２３年度事業化 Ｈ－年度都市計画決定 Ｈ２４年度用地着手 Ｈ２４年度工事着手

（Ｈ－年度変更）
全体事業費 約１，２４２億円 事業進捗率 ５４％ 供用済延長 － ｋｍ
計画交通量 ７,３００台／日

Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)／(事業全体) 総便益 (残事業)／(事業全体) 基準年
費用対効果 (事業全体) 1,701億円／5,041億円 4,628億円／6,240億円
分析結果 １．２（1.2） 事 業 費：1,513億円／4,770億円 走行時間短縮便益：3,695億円／5,027億円 平成２９年

［宮古～八戸］ (残 事 業) 維持管理費： 188億円／ 271億円 走行経費減少便益： 704億円／ 926億円
２．７（3.4） 交通事故減少便益： 229億円／ 287億円

感度分析の結果
【全体事業】交 通 量 変 動：B/C=1.2～1.3(交通量 ±10%)【残事業】 B/C=2.6～3.0(交通量 ±10%)

事 業 費 変 動：B/C=1.2～1.3(事業費 ±10%) B/C=2.5～3.0(事業費 ±10%)
事業期間変動：B/C=1.2～1.3(事業期間 ±20%) B/C=2.6～2.8(事業期間 ±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保
・宮古市から三沢空港へのアクセス性が向上（現況：195分→整備後：147分）

②物流効率化の支援
・久慈市から重要港湾である宮古港へのアクセスが向上（現況：109分→整備後：79分）

③安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設へのアクセス性が向上（宮古市～久慈病院 現況：109分→整備後：76分）

④災害への備え
・岩手県緊急輸送道路ネットワーク計画において、国道45号が「第一次緊急輸送道路」に指定

⑤災害時にも避難路や緊急輸送道路として機能する信頼性の高い高速ネットワークの形成
［防災機能の評価］
・主要都市・拠点間の防災機能評価（宮古市～久慈市：現況Ｄ→整備後Ｂ）
・市町村間等の連結性評価（改善度：2.8、弱点度：整備前2.5→整備後0.9）

関係する地方公共団体等の意見
○岩手県知事の意見
・「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
・本県では、三陸沿岸道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路の復興道路等について、

国の「東日本大震災からの復興の基本方針」に沿って着実に整備を進め、早期に全線完成するよう求
めているところです。

・三陸沿岸道路を構成する「一般国道４５号宮古～八戸」は、災害に強く信頼性の高い道路ネットワー
クの構築や、安全な交通の確保、迅速な救命救急活動、物流の円滑化・効率化、観光振興等、三陸沿
岸地域をはじめとする本県の復興に欠くことのできない社会基盤であり、一刻も早い完成に向け、事
業の進捗を図っていただきたい。

○以下の団体等から、三陸沿岸道路の整備促進について要望あり
・三陸地区国道協議会
・岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会
・国道45号岩手整備促進期成同盟会
・宮古・盛岡・秋田間国道整備促進期成同盟会
・国道106号指定区間編入促進期成同盟会
・国道106号地域高規格道路整備促進期成同盟会



事業評価監視委員会の意見
対応方針（原案）どおり「事業継続」が妥当である
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない
・八戸南道路 延長８．７ｋｍ（２／４）が平成２５年３月に開通
・普代道路 延長４．２ｋｍ（２／４）が平成２５年１０月に開通
・尾肝要道路 延長４．５ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通
・八戸南環状道路 延長８．６ｋｍ（２／４）が平成２６年３月に開通

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成２３年度に事業化、用地進捗率９９％、事業進捗率５４％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・事業の進捗に係る問題はない
・平成２９年度 田老第２ＩＣ（仮）～田老北ＩＣ（仮） 延長４．０ｋｍ（２／２） 開通予定
・平成３２年度 全線２車線開通予定

施設の構造や工法の変更等
○コスト縮減
・本線を横断する市道の構造を、跨道橋形式から土工形式への変更

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


